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平成２９年第５回那須塩原市議会定例会 

 

議 事 日 程 （第５号） 
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      ２．動物（犬や猫）と共生できる社会を目指して 
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    ８ 番 星 宏子議員 

      １．障がいのある人も自立した生活を送れる市となるように 
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      ３．児童生徒の防災士育成について 

    １２番 大野恭男議員 

      １．高齢者福祉について 

      ２．スポーツ施設整備について 

      ３．交通事故防止について 
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      １．高齢者雇用の推進について 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（君島一郎議員） 散会前に引き続き、本日

の会議を開きます。 

  ただいまの出席議員は26名であります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（君島一郎議員） 本日の議事日程は、お手

元に配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎答弁保留の答弁 

○議長（君島一郎議員） ここで、建設部長より発

言があります。 

  建設部長。 

○建設部長（稲見一美） 大変申しわけありません。 

  昨日の相馬剛議員さんのご質問に対して、答弁

できなくて保留させていただいた部分がありまし

た。集計がまとまりましたので、ご報告をさせて

いただきたいと思います。 

  第１次道路整備基本計画におきます完了した延

長というご質問でございました。第１次道路整備

基本計画におきましては計画延長が７万5,021ｍ

ありましたが、完了延長は６万3,527ｍというこ

とで、率にして84.7％の実績というふうになりま

した。 

  以上でございます。大変申しわけありませんで

した。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎市政一般質問 

○議長（君島一郎議員） 日程第１、市政一般質問

を行います。 

  質問通告者に対し順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 齊 藤 誠 之 議員 

○議長（君島一郎議員） 初めに、７番、齊藤誠之

議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 皆さん、おはようござい

ます。 

  議席番号７番、那須塩原クラブ、齊藤誠之でご

ざいます。 

  師走に入りました。寒い季節になりますが、体

調管理しっかりとしながら、きょうは市政一般質

問を行いたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。 

  それでは、通告に従い、始めさせていただきま

す。 

  １、模擬議会について。 

  昨年夏の参議院議員選挙から18歳選挙権が施行

されたのを機に、学校現場などでは若者の主権者

教育がクローズアップされてきました。全国の事

例を参照すると、議会主催のほか執行部、教育委

員会、青年会議所等開催の仕方はさまざまです。 

  しかしながら、どこが主催となっても政治教育

を推進し、政治に関心を持つ若者を育成すること

は重要だと考えます。 

  実施形態はさまざまですが、子ども議会や若者

議会など模擬的に議会を開催したとの報道も多く

なっています。本市においても議会の仕組みや意

議、政治参画の重要性を理解していただく取り組

みとしては効果は絶大であると考えることから、

執行部としての考えを以下の点についてお伺いい
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たします。 

  ⑴模擬議会に関する市の所見をお伺いいたしま

す。 

  ⑵主権者教育の観点からの考えをお伺いいたし

ます。 

  ⑶模擬議会における課題等があればお伺いいた

します。 

  ⑷模擬議会の開催に向けた取り組みが必要と考

えますが、市の考えをお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） それでは、１の模擬議会

について順次お答えいたします。 

  初めに、⑴の模擬議会に関する市の所見につい

てお答えをいたします。 

  模擬議会を通じ市の意思決定機関である議会を

より身近なものに感じてもらい、議会、議員の役

割への理解の促進や政治への関心を向上させる一

つの方法として、模擬議会は非常に効果的である

ものと考えております。 

  次に、⑵の主権者教育の観点からの考えについ

てお答えをいたします。 

  主権者教育は社会の出来事をみずから考え、判

断し、主体的に行動する主権者を育てることであ

ると認識しております。 

  子どもから大人まで継続的に主権者教育に取り

組むためには、各年代に応じた題材と定期的に行

われる選挙の時期を踏まえ、地域課題や政治的事

象を題材にした話し合いの場の提供や模擬選挙を

行うなどの体系的な取り組みを想定されるところ

でありまして、その中でも模擬議会については、

選挙以外の政治関与の仕方を学ぶ上で効果的であ

るものと考えております。 

  次に、⑶の模擬議会における課題等についてお

答えをいたします。 

  模擬議会を開催するに当たりましては、対象者

によって開催方法や内容が異なってくるものと認

識しております。例えば次代を担う若者に市政や

議会への関心を深めていただく内容とするのか、

あるいは女性の視点から市民の声を市政に反映さ

せるものとするのか、さらには市政に対し政策提

言を行う場にするのか、対象者やテーマについて

関係部局との調整を行い、実施していくことが今

後検討すべき課題であるものと考えております。 

  最後に、⑷の模擬議会の開催に向けた取り組み

が必要と考えますがということで、その市の考え

についてお答えをいたします。 

  市民の皆様に市政の仕組みや議会の活動等をご

理解いただき、市政への理解や関心を深めていく

ことは、市への愛着心を育むまちづくりの一端を

担うものであると認識しております。 

  今後におきましては、議会事務局と模擬議会に

ついての手法について検討を行ってまいりたいと

いうふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） ただいまご答弁をいただ

きました。 

  それでは、順次、再質問に入らせていただきま

す。 

  まず、⑴の市の所見を伺いました。効果は効果

的であるというご答弁いただきながら、答弁の中

では確かに議会、そして議員への役割、理解、そ

して政治へという言葉があったんですけれども、

これ実際、執行部側としても、政治つかさどる中

で運営していく側としての効果としても考えられ

る点があると思うんです。 

  模擬議会をやることによって議員の姿勢を見て

もらうだけではなく、そこを運営していく執行部
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の姿勢としてもどういった考えをしているという

のを受け取る面では効果があると思うんですけれ

ども、そういった考えの点ではどう捉えるか、お

伺いしたいと思うんですが。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 模擬議会を通じて市の執

行部としてのいわゆる効果といいますか、そうい

った部分だと思うんですが、やはり議会の場とい

うのは執行者側の行政、市、それとそれをチェッ

ク、また意見提言を行う議会、そういったそれぞ

れの立場というものをやはり理解をいただく最良

の機会ではないかなというふうにも思っています

ので、市としてもこういった機会は必要に応じて

開催することも検討すべきものというふうには考

えております。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） ご答弁いただきました。 

  今まさに部長がご答弁いただいたようなことな

んですけれども、実は双方にとってしっかりと効

果があるものであって、議会を開催してほしいと

いう形よりは市の執行部が例年開催しております

市政懇談会、こちらは地域の代表クラスの方がお

集まりいただきまして、地域の要望を集めて市長

に直接意見を言う場所があると。 

  そして、私たちは議会報告会というものを開催

しておりまして、地域全体を対象にしております

けれども、残念ながら例年のごとく参加人数を招

集するのは大変厳しい状況になっている中で、こ

ういった市政をしっかりと運営しながら、そして

私たち議会がチェックしながらということで那須

塩原市全体が回っていくというものをこういった

場で体験させることが地域の方々、あるいは特に

若者、これからの地域を担っていく子どもたちや

若者にとっては最善のものであり、そしてこの地

域を考えられる一人として、地域で活動しながら

地域を支えていくものとはまた違った観点からこ

ういった市政を運営している場所があるというと

ころを見せていくのにはすばらしく効果があると

思っております。 

  実際、子ども議会というものの焦点を当ててい

きますと、自治体によっては多少の相違がある中

でも子どもたちが地域の行政や議会の仕組みを学

んで、自分たちの暮らす地域の問題を考えて社会

の一員としての自覚を高めることにあって、特に

平成６年に国が児童の権利に関する条約を批准し

て以来、子ども議会というもので社会参加を促す

取り組みとして本格化してきたと言われておりま

す。 

  いずれにせよ子ども議会のみならず、全世代に

関しても大きな効果があると私も考えておりまし

て、そういう形で具現化できることによる効果も

未知数であると考えております。 

  続きまして、⑵の主権者教育の観点からの点で

再質問いたします。 

  こちらのご答弁につきましても、政治以外の政

治関与の仕方を学ぶ上でも効果的であるというご

答弁をいただきました。 

  まず、主権者の定義を申しますと、国家の主権

を有する者とも言われ、国のあり方にかかわる重

大事の判断をする際、主権者としての自覚を促す

ことと言われているものが主権者という定義にな

っております。 

  その中でこれから言ったとおり模擬議会の中の

対象にも関するんですが、主権者教育という中で

将来の有権者になる児童生徒に関して、授業等で

学習している内容何かがあればお伺いしたいと思

います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 
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○教育長（大宮司敏夫） 学校教育に関する部分で

ございますので、私のほうから現状をお話しした

いというふうに思っております。 

  小学校におきましては、日本国憲法の基本的な

考え方を中心にしたもの、それから自治体、市レ

ベル、国レベルで行われているような施策につい

て、具体的な事業について学ぶというような機会

がございます。 

  また、中学校につきましては、国会を中心とし

ます我が国の政治の仕組みとか、あるいは政治の

あり方、あるいは政治の参加について、いわゆる

主権者教育に触れる部分こういったものを発達段

階に応じて学んでいるということございます。 

  また、多くの小学校におきましては、６年生の

修学旅行の際に実際に国会を見学するというよう

なそういった場面もございます。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） ご答弁いただきました。 

  今みたいな授業としての一環の中でいろいろな

見学も含めて政治的監視までいきませんけれども、

国で行っている、あるいは市で行われている事業

に関しまして、しっかり授業等で取り上げている

内容はお伺いいたしました。 

  その中で模擬議会のほうと絡めていくのですが、

将来有権者になり得る子どもたち、児童生徒に関

する主権者教育の中でそういった話し合いの場が

実際提供されることについての必要性について、

改めてお伺いしたいのですが。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 当然のことながら地域社

会に関心を持つ、そしてその発達段階に応じて、

子どもながら地域の何かに役立つ自分があるとい

うようなことをしっかり学んでいくということは

とても大切なことであろうというふうに思ってお

ります。 

  ですので、さまざまな機会を通して、子どもた

ちが自分たちの住んでいる地域社会に深くかかわ

れるようなそういったところから主権者教育とい

うのはスタートするのではないのかなというふう

に思っております。 

  ですので、模擬議会等につきましてもその議会

の仕組みを学ぶのか、あるいはその模擬議会を通

して社会問題について深く議論する経験をするの

か、その辺のところは整理をしながら行っていく

ことが望ましいのではないのかなとそんなふうに

考えております。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 実際、その地域社会にか

かわる授業というものは、各学校では取り組みが

なされていると思っております。実際、地元の西

那須野中学校の話で、教育長は多分お話聞いてい

ると思いますが、中学生たちが将来この地域にと

ってどうしたらいいかという授業の一環の教育が

ございました。そこに参画をさせていただいたと

きに、子どもたちはもう地域をどうやったら明る

い、例えば地域になりますかという定義で答える

ことができるし、考えることもできておりました。

例えばごみが１つもないきれいな社会だったり、

あるいは障害者を大切にしようであったり、ある

いは防災に強いまちづくりであったり、あるいは

観光をもっとＰＲしようとかそういった子どもた

ちの考えというものは既に考えることがあって、

それを話し合っている場まではでき上がっている

と思いました。 

  実際、それが行政がどういうふうに捉えて、そ

してあるいはその代弁者である私たちがどう市政

に訴えて、そしてお互いが同じ方向に向くかとい

うところまで行くところというのはなかなか準備

できないのかもしれません。 
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  実際、子どもたちにはそういった話し合いの場

を通じてそれを具現化できるようなシステムがあ

れば、より子どもたちにはこういった場所の必要

性であったり、自分たちが将来有権者になってい

きながら、政治に関しては自分たちの意思がしっ

かりと必要になるよという意識の醸成はできると

考えております。 

  今後もそういった教育に関して、社会に生きる

ために自分たちが地域に何を還元できるかを考え

られるような取り組みをしていただきたいと思っ

ております。 

  続きまして、18歳の選挙権が施行されました。

それ以来、主権者教育の一環として新たな有権者

となり得た年代に該当する高校生の政治的関心を

高めるために行っている事業についてお伺いした

いと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  選挙管理委員会事務局長。 

○選挙管理委員会事務局長（佐藤 章） それでは、

事業ということでご質問をいただきましたので、

選挙啓発の関係の中で行っております事業という

ことで私のほうからお答えを申し上げたいと思い

ます。 

  毎年、生涯学習の出前講座ということで生涯学

習の場で使える講座等のメニュー、これの調整が

ございます。その中で選挙管理委員会事務局から

選挙について学ぼうということで、実際には講話、

それから模擬投票等の体験型、それらを組み合わ

せた形での講座を実施しております。 

  特に年代といたしましては、議員のほうからお

話がございましたが、18歳以上ということで選挙

年齢が下がりましたけれども、小学生、それから

中学生、さらには高校生という範囲で対象を設け

ております。時間としては１時間程度ということ

で実施をしております。 

  この講座につきましては、実施に当たりまして

は当然ながら教育委員会並びにそれを実施します

学校等の協力をいただいているということでござ

います。 

  ちなみに今年度ですけれども、先月11月になり

ますが、11月13日の月曜日に那須拓陽高校で、主

権者教育ということで出前授業を実施しておりま

す。この日につきましては時間の関係上、模擬投

票は行っておりませんが、選挙制度の解説等々を

行っております。 

  最終的なところとすれば、継続的に主体的に投

票に参加する主権者、有権者の育成ということが

目標になってくるかと思います。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） ただいま取り組みについ

てお伺いいたしました。 

  こちらの点でも先ほどの児童生徒にかぶっては

しまうんですが、実際、執行部に投げかけられる

場所の提供であったり、あるいは地域間で生徒同

士が話し合って今の模擬投票につなげるであった

りというところにおきましては、議会という言葉

をつけながらやっていくという体験もよりリアル

にやることによって効果が上がると思うのですが、

そこに投票率を絡めてしまいますとちょっと酷な

質問にはなってしまうんですが、実際、社会的関

心がなければ、その地域に関心がなければそうい

ったところには結びつかない中で、こういった模

擬議会の取り組みがあることによって効果が上が

ると感じているのですが、実際どのように考えて

いるのか、再度お伺いしたいと思います。模擬議

会を行うことによってのプラスの効果です、投票

ではなくて。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 
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○総務部長（伴内照和） 模擬議会を行うことによ

っての効果ということでございますが、やはりこ

れまでもお話ししていますように議会の内容、議

員さんの活動内容とか、もちろん行政というまち

づくりの基本になる部分、そういったものを実感

できるそういうことによってやはり市政とか政治

に関心が深まる、そういったところがこの模擬議

会というものが有効に働くのではないかというふ

うには感じております。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 了解いたしました。ぜひ

こういった取り組みがその先につながるように期

待したいと思います。 

  続きまして、⑶番、模擬議会における課題等と

いうことで確かに対象年齢であったり、対象者を

どうするか、テーマ設定をどうするかということ

での課題等をお伺いいたしました。 

  実際、調べてみますと、子どもに対する議会体

験のプログラムであったり、社会参加や発言権を

具現化するための実施もありますが、地域によっ

ては一般質問形式の再質問なしで、市長に一発回

答を求めるやり方が主流であるということを聞い

ております。 

  また、その選び方なんですが、おもしろい取り

組みしているところであれば干支議会と申しまし

て、12年に１回、その干支で年齢制限を設けず招

聘するやり方、あるいは二十歳という成人式を迎

えた年に開催する成人式議会、そういった形でい

ろいろな取り組みをして市長、執行部以下皆さん

自分たちではちょっと忘れがちだった観点であっ

たり、あるいはわかっていたけれども、なかなか

具現化できなかったもの等々を受け入れて開催し

ているというものがありました。 

  場所の提供等に関しましては、体育館であった

り、学校であったりというのもたくさんあります

ので、そういった課題に関しましては多分クリア

できるのかなと思いました。 

  最後に、模擬議会開催に向けた取り組みが必要

ということで答弁も検討を行ってまいりたい、議

会事務局と模擬議会の手法についてということで

ありました。 

  市民が市政の仕組みや議会の活動等体験してい

くことは、その周りの関係者にも影響を与えるも

のと考えております。こういった取り組みを通し

て市政への理解や関心を深めていくことは、市へ

の愛着を育むまちづくりの一端を担うものである

と認識しているという答弁があったとおり、那須

塩原市の未来を担う子どもたちには教育の面での

活用をしていただきまして、また、自分が住むま

ちの行政の仕組みや市政に対しての興味、関心を

持たせるきっかけとして、そして若い世代が政治

へ参加していく意識の底上げができる可能性を秘

めた取り組みとしてもこの模擬議会の導入につい

ては検討されていただきたいと思います。 

  執行部におかれましては、こういった取り組み

に対してご尽力をいただきまして、我々議会側と

しても、これに見合う活動を通して市民全体の政

治的関心の向上を目指すことで地域を考え、行動

する市民の醸成を図られる取り組みになるように

期待をいたしまして、この１番の質問を閉じさせ

ていただきます。 

  続きまして、２、動物（犬や猫）と共生できる

社会を目指して。 

  ペットとして犬や猫を飼う人が最近ふえていま

す。飼う理由はさまざまだと思いますが、飼われ

た犬や猫は人々に安らぎ等を与えるかわりに、人

間に世話をしてもらい、ともに暮らしていく互恵

の関係が成り立っていると考えます。 

  しかし、人の暮らしに変化が起きると、ペット

であったとしても無責任に捨てられてしまい、行
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き場を失った犬や猫が迷走し、野良犬や野良猫に

なり、その多くは保健所等に捕獲され動物愛護指

導センターに送られた後に、最終的には殺処分を

されるという現状があります。ルールが守られれ

ば動物の命を大切にし、犬や猫が殺処分になるよ

うな事態を防ぐことも可能になります。 

  これからも人と動物がともに暮らしていくため

に、飼い主、事業者、ボランティア、ＮＰＯ、行

政が一体となり、殺処分に至らぬような啓発活動

等を含め積極的な取り組みが必要であると考える

ことから、以下の点についてお伺いいたします。 

  ⑴犬や猫による苦情について市には寄せられて

いるのか、お伺いしいたます。また、それは年間

どのぐらいあるのか、あわせてお伺いいたします。 

  ⑵本市で捕獲された犬や猫の譲渡数と殺処分数

についてお伺いいたします。 

  ⑶ペットである犬や猫が不必要に繁殖してしま

ったときに、不当に捨てられてしまうことを防止

するために市としてはどのような啓発を行ってい

るのか、お伺いいたします。 

  ⑷県との連携についてお伺いいたします。 

  ⑸今後の犬や猫の殺処分に際し、動物愛護を充

実させていくための施策を検討していく考えはあ

るのか、お伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） それでは、２の動物

（犬や猫）と共生できる社会を目指してについて

順次お答えをいたします。 

  初めに、⑴の犬や猫による苦情について、市に

は寄せられているのか、また、それは年間どれく

らいあるのかについてお答えをいたします。 

  犬や猫による苦情につきましては、平成28年度

で犬が52件、猫が20件寄せられております。苦情

の内容といたしましては、野犬、犬の放し飼い、

ふん尿被害、野良猫への餌やりなどが主なものと

なっております。 

  次に、⑵の本市で捕獲された犬や猫の譲渡数と

殺処分数についてお答えをいたします。 

  栃木県動物愛護指導センターによりますと、平

成28年度の本市での犬の捕獲数は297頭、そのう

ち譲渡数は182頭、譲渡先未決定数が23頭、飼い

主への返還が24頭、殺処分数は68頭であります。 

  猫については捕獲ではなく、引き取りとなりま

すが、引き取り数は14頭、そのうち譲渡数は７頭、

飼い主への返還が２頭、殺処分数は５頭でありま

した。 

  次に、⑶の不当に捨てられてしまうことを防止

するためにどのような啓発を行っているのかにつ

いてお答えを申し上げます。 

  現在行っております啓発といたしましては広報

なすしおばら、市のホームページにおきまして、

飼い主としての責任を自覚すること、終生愛情と

責任を持って飼うこと、繁殖を望まない場合は不

妊去勢手術を実施して繁殖制限をすることなど、

適正な飼い方について啓発を行っているところで

ございます。また、市主催の消費生活と環境展に

おいても犬や猫の適正な飼い方について、啓発を

行っているところでございます。 

  次に、⑷の県との連携についてお答えいたしま

す。 

  県との連携につきましては、毎年２回開催され

ております県主催の担当者会議におきまして情報

交換を行っているほか、犬や猫の適正な飼い方を

市が指導し、改善が見られない場合には動物愛護

指導センターの職員とともに指導をしているとこ

ろでございます。 

  最後に、⑸の今後の犬や猫の殺処分に際し、動

物愛護を充実させていくための施策を検討してい
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く考えがあるのかについてお答えを申し上げます。 

  犬や猫を終生愛情と責任を持って飼っていただ

くために、今後も動物愛護指導センターと連携し

ながら飼い主へのさらなる指導、啓発を実施して

まいりたいと考えております。 

  また、新たな施策につきましても、他自治体の

先進事例を参考に検討してまいりたいと考えてお

ります。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） ただいまご答弁をいただ

きました。 

  ⑴から⑸まで関連はしておりますので、一括に

て入らせていただきます。 

  まず、１、２番は関連しているんですが、苦情

に関する件数をいただきました。 

  まず、この苦情を受ける場所は実際どういった

ところに連絡が入るのかをお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） この苦情の相談窓口

としましてはもちろん市役所の私どもの環境管理

課、それから県のほうの先ほど申し上げました動

物愛護指導センターのほうどちらかに入るという

形になるかと思います。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 実際１発目でそこにかけ

られるかどうかというのはわからないので、ひょ

っとしたら市の代表であったり、窓口に行って来

るということも理解してよろしいですね、わかり

ました。 

  それでは、⑵の捕獲された犬や猫の譲渡数と殺

処分数についての報告を受けました。 

  まず、捕獲数についてなんですが、私のほうに

は平成27年度動物愛護指導センターの情報しかな

かったものですが、そのときに閲覧をしてみても

捕獲数が実はワーストワン残念ながらなんですが、

それに関しての考えというか、原因も含めてわか

れば教えていただきたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） 先ほど申し上げまし

た捕獲数297頭28年度の数値になりますが、県全

体の数から言うと約４分の１を占める、議員おっ

しゃるとおり県下一番の捕獲数となっております。 

  これも県からの情報になりますけれども、那須

塩原地内の捕獲された場所をそれぞれデータベー

ス化しているところなんですが、一番多いのが青

木地区が135頭で約半数が青木地区という形にな

ります。 

  捕獲された場所についてはいずれも畜産農家の

敷地内が大部分でございまして、やはり牛の餌を

求めてやってくる、あるいは子牛を狙ってやって

くるという畜産農家さんの捕獲要請を受けまして

市も同行しますけれども、県が捕獲した数字がこ

の数字ということで、それが結果的に県で一番の

数字になっているのかなというところでございま

す。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） ご答弁いただきました。 

  青木地区が断トツでということで今情報を教え

ていただいたんですけれども、ということは飼い

主から離れたような状況ではもうないということ

で理解してよろしいでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） 飼い主いわゆる首輪

をしている状態かないかと言えば、ほとんど全て

が首輪のない状態、いわゆる野良犬、野犬という

ところで認識をしております。 
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○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 了解いたしました。 

  それでは、その後殺処分までに至る経緯、もし

これがわかれば、捕獲されて、あるいは引き取り

されてから殺処分に至る流れについてお伺いした

いと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） 捕獲されてから殺処

分に至るまでの流れでございますが、まず、捕獲

自体は県の権限になりますので、市のほうは側面

からフォローという形になりますが、捕獲をしま

して県のほうで一応預かっている状態で、そこか

ら県のほうが犬の詳細の写真入りのホームページ

を掲載いたします。まずは飼い主がそれを見て引

き取りに行けば、それですぐ返すというところが

あります。 

  ホームページは大体７日間条例に基づいて掲載

をしているところでありまして、その７日間の間

に引き取り手がないという場合は、主に子犬が中

心になりますけれども、月１度ほど県のほうで譲

渡会を開催いたしましてその中で新しい飼い主を

見つけるというそういう流れになっております。 

  譲渡会でもなかなか飼い主が見つからないとい

う形になりますと、県のほうに動物愛護団体とい

うＮＰＯのボランティアが主なものになりますけ

れども、県のほうの愛護指導センターのほうに登

録をしておりますその愛護団体のほうへ引き取っ

ていただくという形になります。 

  最後に、病気の犬であるとか、例えばなれない

凶暴な犬とか、そういう形の最後まで残った犬が

最終的に殺処分という形になるというところで県

のほうから伺っております。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 詳しくご説明いただきま

してありがとうございました。 

  それでは、先ほどの答弁の中で、捕獲された犬

については飼い主に無事に戻った頭数が24頭であ

ったということと、引き取られた猫については２

頭とお聞きいたしました。実際この中で市への問

い合わせ、あるいは先ほどの流れで出てきた動物

愛護センターや県のほうに連絡が入ったことで無

事に飼い主のもとへ帰っていったという理解でよ

ろしいかどうかをお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） 議員おっしゃるとお

り、大体は県のほうに入る形になるかと思うんで

すが。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 先ほどの３番のほうで県

のほうの捕獲された流れ、あるいは今聞いたとお

り先ほど部長が答弁いただいたようにホームペー

ジを見て無事に、あるいは相談していたところで

合致したということで飼い主と、あと捕獲された

段階での県の対応が早いからこういったいい流れ

でとまっているということが確認できました。 

  県のほうの譲渡会のほうが開催されていると言

っておりましたけれども、これ場所はどこでやっ

ているかというのはわかるでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） 先ほど申し上げた県

の動物愛護指導センター、宇都宮にございます。

そこの敷地内でやっているのかなという感じでご

ざいます。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 了解いたしました。 

  流れとそういった無事に戻った経緯を含めまし

て、３番のほうに移っていきたいと思います。 
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  啓発については先ほど申したとおりさまざまな

啓発がされているということで、那須塩原市にお

いてもホームページのほうを見させてもらってお

りますが、ホームページを見る限りでは物すごく

しっかりと書いてあって、残念ながらインターネ

ットに接続している人たちはしっかりと見られる

かもしれません。 

  それ以外に実際犬が逃げていってしまったとき

の対応という感じでいきますと、今と昔ではやっ

ぱり飼い方が違くて、今現在でも庭に普通に首輪

をつけて飼われている犬であったり、猫は首輪は

つけていますけれども、チェーンとかひもはつな

がないとは思うんですけれども、そういった飼わ

れている現状がある中で新興住宅とかの家であれ

ばなかなか逃げられない、柵があったりとかいろ

いろあるんですけれども、昔ながらある母屋つき

の農家であったり、古いお宅では本当に放し飼い

状態であってということが実際そういった状態に

なっていると思います。 

  この繁殖をしてしまわないために、そういった

つながれて外で飼われているようなお家では他か

ら来る野良犬、野良猫に実際知らないうちに雌犬

であればおなかが大きくなっていたとかという実

態があると聞いたものですから、そういったとこ

ろの飼っている人たちがホームページがあればし

っかり見ているというところもあるんですけれど

も、わからず飼っているお宅に対してはどのよう

にやっているのかというものを再度お伺いしたい

と思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） 先ほど議員のほうか

らおっしゃっていただきましたＰＲについては、

市のほうで年に１回から２回広報なすしおばらと

かホームページで正しく飼いましょうというとこ

ろでＰＲはしているところでございますが、先ほ

どの広い農家なんかで放し飼いという犬を飼って

いるというお話がありましたけれども、犬につい

ては法律でちゃんときちんとつないで飼育しなさ

いという定めがありますので、それを前提に申し

上げますと、まず、何といっても野良犬とか野良

猫をふやさないためにというところで言いますと、

先ほどのＰＲの面から言いますと捨てた野良犬、

捨てた子猫等が最終的にどうなるのかというとこ

ろ、つまり殺処分になるという現状を今の時点で

はそう詳しくはＰＲはしておりませんけれども、

県のほうの計画によりますと、今後の方策としま

してはその辺の殺処分の現状を積極的に流してい

きたいという計画でありますし、市のほうもそれ

にあわせてもうちょっとリアルに犬や猫を捨てた

結果それがどうなるか、例えばこれ私の個人的な

感想ですけれども、どうも捨てた方は誰かが拾っ

て飼ってくれるだろうとか、あるいは市や県で預

かって新しい飼い主を見つけてくれるとそういう

安易な考えで捨ててしまう方がかなりいらっしゃ

ると思いますので、先ほど申し上げたように譲渡

会で新しい飼い主が見つかる可能性もありますけ

れども、最終的には見つからなければ殺処分にな

る、つまり飼い主にとっては間接的に犬を殺して

しまうというところがありますので、その辺の現

状を詳しくＰＲをしていく必要があるんだろうと

思います。 

  それから、先ほど申し上げました繁殖を望まな

い場合の不妊去勢手術、この辺もＰＲというか、

啓発のほうは行ってまいりたいというふうに思っ

ております。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） ご答弁いただきました。 

  まさに今言われたとおり、放し飼いと私表現し

てしまったんですが、外でひもでつながれていて
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も容易に要は外から入ることができる環境をつく

っているお家、そういったところに関しましては

不当に繁殖をさせないような対策をするべきだと

いう啓発、その飼い方のケースまで考えてやって

いくのがいいのかなと思います。 

  実際、その繁殖にかかわらず、例えば狂犬病で

あればちょっと前にニュースになったと思うんで

すが、外国のほうで有名芸能人がエレベーターで

乗る人のところのお客さんの膝かんじゃったら、

その後亡くなってしまったという話もありますし、

そういったところの対応もしていない、本当にた

だ飼うだけで番犬だみたいな飼い方をしている、

昔ながらの飼い方のお家もあるかもしれません。 

  放されてしまった犬猫は人間に愛情もないまま

育ち、過酷な状態で餌を求めて暮らしているわけ

ですから、性格が荒くなってしまってそういった

人に危害を及ぼすということがありますので、こ

ういった流れに関してはしっかりとそのＰＲをし

ていただきたいなと思っております。 

  続きまして、４番のほうの県との連携なんです

が、実際に指導を行って、県の方とともに行かな

ければならなかった事態みたいなのはあったのか

どうか、お伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） 事例としてはござい

ます。市の担当者が行ってもなかなか言うことを

聞いてくれなかったり、例えば先ほど申し上げま

した狂犬病のところで言いますと、犬の登録と狂

犬病予防注射の実施は市のほうの業務になります

ので、当然うちのほうでやりますけれども、なか

なか何頭も飼っていらっしゃる方で、説得しても

その辺も含めて全然言うことを聞いてくれないと

いうケースも多々ありまして、その場合には、県

のほうの愛護センターの職員と一緒に説得をする

という形も事例としてはございます。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 実際１つでだめなら２つ

でもということでそこまで指導しないと大ごとに

なってしまっては大変だということで、今後もし

っかりと指導していただきたいと思います。 

  最後の５番のほうに移らせていただきます。 

  答弁のほうでは、新たな施策についても先進事

例を参考に検討を進めていくという答弁をいただ

きました。 

  飼われている動物は無償の愛や温かいご飯、住

みよい環境が用意されているのに対しまして、飼

い主に捨てられて繁殖してしまった動物たちは、

先ほども申したとおり自分たちの力で生きていか

なければならない上、保健所に連れていかれて殺

されてしまう可能性があるという流れがあります。 

  実際に本市においては、先ほどまでの質問の流

れで捨てられてしまう理由の中に繁殖があると思

っております。飼い主のモラルの問題もあります

が、飼った当初から自分たちが繁殖を望まなけれ

ば不妊去勢手術を受けることへの啓発はしていま

すが、その中でもその手術への補助金等が那須塩

原市ではまだ制度がございません。 

  他市の動向を見ても14市の中では本市を含めて

４市のみ、その需要を見きわめることも必要です

が、主治医等がいる飼い主などは問題がなく受け

られるものが譲り受けた、あるいは拾って育てて

いる方がいた場合にはそういった概念がないかも

しれません。 

  そこで、最後になるんですが、まずは飼い方に

関する、特に外で飼われているなどの啓発の方法

をさらに強めていく、そして改めての告知、そし

て不妊去勢手術への補助に関しての検討について

改めて考えをお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 



－203－ 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） まずは、先ほど申し

上げたように不当に捨てられてしまう犬猫を減ら

すために何ができるかということで、今後啓発を

強固に進めていくということが一つございます。 

  それから、もともと望まない子犬、子猫をふや

さないためにというところでありますと、議員の

おっしゃるように不妊去勢手術の実施が有効であ

りまして、今現在、那須塩原市では補助制度を実

施しておりませんが、ご指摘のとおり県内で一番

捕獲数が多いという不名誉なデータもございます

ので、その辺を踏まえまして、前向きに制度の実

施について検討していきたいというふうに考えて

おります。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 前向きに検討いただくと

いうことのご答弁いただきました。ぜひ取り組み

が早ければ早いほど、数字の改善も図られてくる

と思います。 

  これまでに犬や猫に関しましては、動物愛護指

導センターへ引き取られる前に動物たちを確保し、

餌を与えて不妊去勢等への活動に取り組まれてい

る団体も実はございます。また、そういった団体

が近隣の那珂川町では年に２回大々的に啓発をし

て、手術を行える環境を整えているという事例も

あるというのをお聞きいたしました。 

  また、そういった方々は不妊去勢手術を施した

後に、先ほど言ったとおり小さな子猫、子犬こち

らの譲渡会を自主的に里親会ということでやって

いる団体を見に行ってまいりました。特段、動物

たちを殺してはいけないという愛着を持っている

意思のもと確認させていただいたので、やっぱり

引き取った犬猫だからすぐ渡すではなくて、しっ

かりと指導して引き渡しているそうです。 

  そういった取り組みを本市でも何団体かあると

いうこともありましたので、ぜひお時間があれば

意見交換等をしていただいて、その人たちのやっ

ている活動とそういった団体でもし市のほうでも

バックアップができるようであれば話をしていた

だきたいと思っております。市としての姿勢がし

っかり取り組むことは、市民への安全安心なまち

をつくる一つとしてしっかりと認識されていきま

す。 

  他県では、こういった殺処分に関して取り組ん

でいる団体をしっかりと支援もしておりまして、

市町村の中ではふるさと納税の寄附金のメニュー

の中に動物殺処分を入れております。こういった

県・市がありまして、そこには動物を愛する方々

の寄附が殺到しているそうでございます。 

  ただのふるさと納税の扱い方というよりは、そ

の市で行っている事業に対して寄附をできる制度

を那須塩原市はとっているもので、多分生活課の

ほうでいけば市政に関する、動物に関するという

名目がありました。そういったところにもこうい

った殺処分ゼロに向けての取り組みをしていくよ

というところがあれば、応援してくださる那須塩

原市出身の方が他県のほうから寄附をしてくれる

可能性もあるとこういったのが一つ情報としてい

ただきたいと思っております。もちろんいただい

た寄附金を譲渡される犬猫の餌であったり、先ほ

ど言ったとおり不妊去勢手術であったり、負傷し

た動物を治療するなどといった事業に活用されて

いるということです。 

  動物たちをしっかり愛し育てられなければ、そ

れは私たち人間にも後に波及する可能性を秘めて

います。これはちょっと杞憂の念になってしまう

んですが、これまで世間をにぎわせた人を危める

凶悪な殺人犯、殺人事件の温床には必ず人を危め

る前に動物を殺している実態があるというデータ

もあるそうでございます。本市でも迷惑だから動
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物を痛めつけようとする人がいるかもしれません。 

  また、動物による近隣トラブルについても無責

任と思われる行動をとることだからだと思ってお

ります。 

  こういった事例を減らすために、飼い主が悩ん

でしまったときには、まず相談できる体制がある

だけで身勝手な理由で捨てられていくといったこ

とを防げることができると考えております。 

  動物と言いながらも私たち人間と同じく尊い命

を持っているこういった考えを市民が全員が持っ

ていれば、結果として最悪なケースを回避できま

して、動物の殺処分ゼロに向かっていけるのでは

ないかと考えております。どうか人や動物も大切

にともに共生できる環境をつくり上げていただき

たいと切にお願いいたしまして、この項の質問を

閉じさせていただきます。 

  続きまして、３、公営住宅（市営住宅）の今後

のあり方について。 

  市営住宅については、これまでも人口集中等に

よる住宅不足への対応や低所得世帯等への良質な

賃貸住宅の供給を通して、市民の生活の安定と社

会福祉の増進に寄与することを目的として大きな

役割を果たしてきました。 

  しかし、建物の老朽化が進み、人口減少の問題

が始まっている現在、これからの市営住宅のあり

方について早急に対策を進めていかなければなら

ないと考えることから以下の点についてお伺いい

たします。 

  ⑴現在の市営住宅の状況についてお伺いいたし

ます。 

  ⑵市営住宅への入居希望数について、現在の状

況をお伺いいたします。 

  ⑶市営住宅の今後の需要についてどのように捉

えているのか、お伺いいたします。 

  ⑷市営住宅の老朽化に伴い、リノベーションを

鑑みても市営住宅の廃止が考えられ、減少してい

くと予想されるのですが、市営住宅の戸数確保に

ついての考えをお伺いいたします。 

  ⑸本市においては、第２次総合計画でも公営住

宅（市営住宅）の管理対策については明記されて

おります。市内でもアパート等の入居人口が減っ

ていくと予想される中、空き家等も含め民間のア

パートなどを市営住宅として利活用していく考え

はあるのか、お伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 齊藤誠之議員の公営住宅関連

のご質問にお答えを申し上げます。 

  初めに、⑴の現在の市営住宅の状況についてお

答えをいたします。 

  本市には稲村団地のほか18団地の市営住宅がご

ざいまして、管理戸数は816戸ございます。 

  老朽化により募集停止をしております102戸を

除く管理戸数は714戸でございまして、現在562戸

が入居しており、入居率は78.7％となります。 

  次に、⑵の市営住宅への入居希望数について、

現在の状況についてお答えをいたします。 

  市営住宅への入居希望数につきましては、平成

27年度では29世帯、28年度は26世帯、平成29年度

は10月末で20世帯でございました。 

  次に、⑶の市営住宅の今後の需要についてどの

ように捉えているかについてお答えをいたします。 

  今後も人口減少は進行するものと思われますの

で、市営住宅の需要も減少していくものと考えて

おります。 

  次に、⑷の市営住宅の戸数確保の考え方につい

てお答えをいたします。 

  市営住宅につきましては、平成23年３月に策定

をいたしました市営住宅等長寿命化計画に基づき、
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老朽化等の理由により116戸の用途廃止を行うこ

ととしております。現在、移転交渉や解体を行っ

ているところであります。 

  今後の人口減少や入居率等を勘案しながら、需

要と供給のバランスを考えた適正な戸数の確保に

努めてまいりたいと考えております。 

  最後に、⑸の民間アパート等の利活用について

お答えをいたします。 

  現在の市営住宅の入居率は先ほど申し上げまし

たとおり78.7％でございますので、現在のところ

民間アパート等の利活用は考えておりません。 

  以上でございます。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 市長からご答弁いただき

ました。 

  それでは、順次、再質問させていただきます。 

  まず、市営住宅の現状をお聞きいたしました。

入居率が78.7ということだったんですが、入居さ

れていない市営住宅はどういった物件が残ってい

るのかという聞き方でいいのかあれなんですが、

どういったところに入居されていないのかという

ものをわかれば教えていただきたいんですが。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（稲見一美） 市内にたくさんの市営住

宅がございます。ただ、何ていいますか、その場

所ごとで入居の人気があったり、なかったりとい

うのがございまして、ただ、ばらばらでございま

して、例えば稲村住宅の場合は中層の市営住宅が

13棟ございますが、100％入っているのは二棟で

ございまして、一番低い入居率のところは66.7％

というのが一棟ございます。ですから、そのよう

な形で薄く広くあいているというふうに言えると

思います。 

  ただ、西那須野地区につきましては大変要望が

多いということもありまして、西那須野地区の入

居率は若干高いのかなというふうに考えておりま

す。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） ちょっと答弁難しくて申

しわけございませんでした。 

  実際聞きたかったのは入れる場所の条件を満た

したときにどこに入るか、あるいはそういった集

合住宅ですよね、１つの棟の中の何階に住むとか

という要望はその住む方が選べる条件として入っ

ているのかどうか、お伺いしたいんですけれども。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（稲見一美） 今古い平屋建ての木造の

住宅などは耐用年数とっくに切れているというの

もございまして、これからの管理の修繕料とかが

増すということもありまして、当然需要も減って

いますので、どんどん要対処していくという計画

でいますので、そこはもう入居自体を募集してお

りません。 

  あいているところ、あきが出ているところがあ

りますので、そこにはいつでも入っていただける

ということなんですけれども、どうしてもこの地

域でなければ嫌だというような方もいらっしゃい

ますので、そうなりますと抽せんをさせていただ

くということになります。 

  それから、例えばあそこの住宅の何階に住みた

いというのは、あいていればもちろん住んでいた

だけるということになります。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） ご答弁いただきました。 

  今最後のほうに聞こうと思ったんですけれども、

条件が合わず抽せんになっているというところの

方もいるということは今確認できたので、その中

で先ほど言ったとおり市営住宅の現在の入居希望
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数の話なんですけれども、10月末で20世帯とあり

ました。こういった方々は転居ではなくて、新た

にいろいろ家庭の事情があって住みたいんだとい

う新規の方なのかどうかをお聞きしたいと思いま

す。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（稲見一美） 例えば平成29年ことしの

20世帯ということでございますけれども、これは

全て転居です。 

  それから、市営住宅にお住いになれる方という

のは条件がございまして、市に住んでいるかまた

は市に通勤しているというような方、それから３

カ月以内に市に就職をして転入してくるよという

ような方も入ることができます。そういう方も私

の知っている限りでは１件間違いなくはございま

したので、そういうことで転居等によって入って

くる方が全てでございます。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 了解いたしました。 

  続きまして、では、３番のほうに移させていた

だきます。 

  市営住宅の今後の需要については人口減少が進

んでいくと思われるので、需要も減っていくとい

うご答弁をいただきました。 

  実際に市営住宅に現在入居なされている年齢の

割合なんかはざっくりわかるかどうか、お伺いし

たいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（稲見一美） 年齢構成につきましても

集計がございますので、ちょっとご報告をさせて

いただきます。 

  これはことしの11月１日現在の数字でございま

して、全ての階層をお話ししたほうがよろしいで

しょうか、細かく。 

○７番（齊藤誠之議員） 大まかで。 

○建設部長（稲見一美） 大まかで。 

  それでは、まず、ゼロ歳から14歳までの構成比

が14.8％、それから15歳から64歳までの構成比が

58.1％、65歳以上が27.1％という構成比になって

おります。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） ここで年齢構成を聞きた

かったのは、人口減少をどこの部分にクローズア

ップしているのかなということで聞きたかったと

いうことだったんですけれども、確かに人口減少

は数値的には下がっていくというものは日本中ど

こでも考えていることなんですが、市営住宅の需

要というものを果たして比例して考えていいもの

かどうかを改めてお聞きしたかったということで

ございますが、その辺についてはどう考えていら

っしゃるか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（稲見一美） 市営住宅の年齢構成比と、

それから現在の那須塩原市の年齢構成比をちょっ

と比べてお話をさせていただければと思いますが、

これは平成27年度の国勢調査の数字ですから２年

ほどギャップがございます。先ほど申し上げまし

たのは29年11月１日現在の実数ということだった

ものですから。 

  15歳未満の数字を比べますと、那須塩原市は

13.7％でした。先ほども申し上げましたけれども、

市営住宅に入居されている15歳未満の方は14.8％、

ですから２年たっても１％ほど市営住宅に住んで

いる15歳未満は多いと。それから、15歳から64歳

までは那須塩原市は62.2％でしたが、市営住宅の

ほうは58.1％でちょっと下がると。働いていらっ

しゃる年齢階層の部分では市営住宅のほうが低く
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なると。それから、65歳以上ですが、那須塩原市

は24.1％、市営住宅が27.1％ということで、やは

り65歳以上は市営住宅のほうがほんの少しですが

高いというふうになりますので、市営住宅の場合

はそういうことで所得の低い方に対する住宅供給

という性格がございますので、このようなことに

なるのかなというふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 詳しくご説明いただきま

してありがとうございました。年齢構成比と現状

の入居率を比べてみると、大体は今後は需要が減

っていく可能性があるということの数値がわかり

ました。 

  じゃ、続きまして、４、５に関しまして一括に

て再質問させていただきたいと思います。 

  まず、市営住宅の構成というかつくり方なんで

すが、本市におきましては直接建設型というもの

でよろしいのかどうか、お伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（稲見一美） 直接建設型とおっしゃる

のは、多分市がハード整備をしてそこに入居して

いただくということですよね。となりますと、や

はりこれは市が国からの補助金を受けて全て市が

つくったものでありまして、それ以外の形態はな

いということでございます。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 了解いたしました。 

  それでは、答弁のほうで、今後、戸数確保につ

いてはバランスを見ながらという答弁がございま

した。この中でちょっと気になったのは、今後

116戸の用途廃止を行うという答弁がありました。

あと一番最初の答弁では、102戸の入居募集を停

止している場所があるという答弁がございました。 

  これ実際に今後の計画では、今ある714戸から

116戸を最終的には廃止していく残りが今後残っ

ていくという話でいいのかを再度確認をさせてい

たただきたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（稲見一美） 用途廃止に関する考え方

なんですけれども、那須塩原市の住宅マスタープ

ランというものをつくりました。そのときに栃木

県などの上位法令とリンクをさせてつくったわけ

なんですけれども、この住宅マスタープランをつ

くったときは世帯のフレームの考え方としまして

は、市営住宅平成32年の10年後には最低どれだけ

あれば十分足りるのかということで、市営住宅で

は615、県営住宅で402戸あれば何とか賄えるぎり

ぎりの線ということになりますので、そういうこ

とでマスタープランのほうではつくらせていただ

きました。 

  先ほどの老朽化によって募集停止をしている

102戸を除く管理戸数が714ということですから、

現在市で持っている住宅は816戸分あるわけでご

ざいます。これを需要にあわせてどんどん減らし

ていかなきゃならないということで、ただ、実際

にご報告させていただいた現在の入居数562、そ

のほかに募集を停止している部分というのはこれ

から取り壊す予定があるということ。 

  それから、募集を停止しませんとというか、す

ぐに取り壊したいから申しわけありませんけれど

も、住みかえてくださいというふうにお願いして

もすぐに住みかえてもらえません。３年も４年も

かかるというのがありますので、早目に住みかえ

のお願いをしているということでございまして、

そういうことで私どもの総合計画の基本計画の目

標値は、平成33年に最終的に所有している816戸

から719戸まで減らしたいと。ただ、これはもっ

と加速させなければならない、目標値を上回るよ
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うなスピードで用途廃止をしていかなきゃならな

いというふうには担当としては考えております。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） ご答弁ありがとうござい

ました。 

  ということは、確認というとあれなんですけれ

ども、今後新しいものはまず建設しないというこ

とでよろしいでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（稲見一美） おっしゃるとおりでござ

います。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 了解いたしました。 

  それでは、市営住宅の確保については、今ご答

弁があったとおり加速度的に減らしていかなけれ

ばならないという話がございました。 

  ただ、市営住宅へ入る一定の要件として先ほど

あったとおり数々のハードルがあります。その中

で５番については現在利活用として考えていく気

はないという話だったんですけれども、実際、市

営住宅自体に住まわせることは可能でありながら、

最終的に収入等がふえてしまうと出なければいけ

ないとこういったルールにのっとって考えていく

と、市営住宅のここの場所があいているよという

管理だけのために入ってくださいという条項だけ

ではなくなってしまうような気がしたので、今回

こういった話をさせていただきました。 

  実際アパート等の利活用については第２次総合

計画にも書いてあるので、今後どう考えていくか

というところが争点にはなっていくと思うんです

が、そういったところに家賃補助をすることで入

居を出なければいけないという条件が外れるとい

うこと、そして長く生活できるときに安定した住

環境を整えることができるというものに関しては、

今後市で抱えている市営住宅の加速度的な解体と

かそういったのも含めた予算、あるいは長寿命化

をして何十年間ともたす維持管理のコストを考え

たときに、ひょっとしたらアパートを民間の活用

をしたほうがどちら的にもいい状態になるのでは

ないかということで、改めて総合計画に書いてあ

る一つとして今回質問させていただきました。 

  そういった考えを考えていきますと、市営住宅

を確保することはもちろん、その中の市民の方の

住み方に関してもそういった手法に関しては今後

どこかでは考えていくのかなと思うんですけれど

も、そういった先の含みに関してはどういう考え

があるか、最後お伺いしたいんですけれども。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  建設部長。 

○建設部長（稲見一美） 民間住宅の活用というこ

とで質問をいただきました。 

  住宅セーフティーネット法などもできまして、

民間住宅の空き家問題というのが非常にクローズ

アップされてきているのかなというふうに考えて

おりますけれども、住宅セーフティーネット法の

制度をつくった動機などをちょっと調べてみます

と、大都市圏での公営住宅の供給が全く間に合っ

ていないというのが原因のようでございまして、

東京都では公営住宅の募集に対して22倍を超える

応募があると。ですから、住宅の要支援者である

から申し込んでいるのに20分の１しか当選しない、

残りの人は公営住宅に入れないとこういうせっぱ

詰まった状況があって、住宅セーフティーネット

法が制定されたのではないかなというふうに考え

ております。 

  私ども市でやっている市営住宅でございます。

これは税金を投入してやっているわけでございま

す。建てるときは国の補助金をもらって建ててい

るわけでございますけれども、この目的としまし
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ては議員もよくご存じだとは思いますけれども、

住宅に困窮する低額所得者に対して安い家賃で賃

貸することで、生活の安定と社会福祉の増進に寄

与するというのが目的でございますので、例えば

制限所得をオーバーした方、実際にいらっしゃい

ます。そういう方は私のほうで通知を差し上げま

して、あなたは所得をオーバーしていらっしゃい

ますので、できる限り転居、お住みかえをお願い

しますと。ただ、強制的なことではやりませんの

で、そういう方も何人かまだ住んでいらっしゃる

方もいらっしゃいます。 

  そういうことで、低額所得者に対する社会福祉

の増進が目的ということですので、やはり収入が

多くなった方はお家をできれば空き家を買ってい

ただいて住んでいただくとか、高級なマンション

に住んでいただくとかそういうことをお願いした

いと。 

  それから、市営住宅があることで民間住宅の家

賃の高騰を防いでいるというような、そういう効

果もあるんじゃないかなというふうに考えており

ます。 

  そういうことでご提案ではございますけれども、

今ある中高層住宅が本当に老朽化してもう住めな

いというような場合には、そうなりましたら今度

は民間にお願いするのは当然考えられることでご

ざいますが、中高層の耐用年数45年以上あります

ので、できるだけうまく長寿命化を図りながら、

遠い将来は当然議員おっしゃるような制度を取り

入れていかなければならないんじゃないかなとい

うふうに考えています。 

○議長（君島一郎議員） ７番、齊藤誠之議員。 

○７番（齊藤誠之議員） 了解いたしました。 

  アパートの活用に関しましては先ほど言ったと

おり収入が得たから優しく出ていってくださいと

いいながらも、その人が安定して固定しているか

がまだわからないという状況があったときに、対

策としてはそういった民間のアパートがあれば補

助金で対応できるということで、これは姉妹都市

のひたちなか市が実際取り入れてやっていること

ということだったので、その事例も含めましてご

紹介させていただきました。 

  とにかく市営住宅のあり方については、住宅に

おける先ほど部長のほうからありましたセーフテ

ィーネットであると同時に、どのように運営して

いくかを考えながら管理していくことが必要であ

るということは計画でもうたっておりました。 

  公共という名がつくとおり、長寿命化をするに

しても税金を投入して維持管理をしていかなけれ

ばなりません。入居のバランスをとっていきなが

らもそこに係る経費等も勘案し、言い方は変なん

ですけれども、最低限の投資によって最高のパフ

ォーマンスになるよう、そして入居している方が

不安にならず安心して住んでいられる市営住宅の

管理並びに計画を確実に進めていっていただきた

いと要望しまして、この項の質問を終了させてい

ただきます。 

  以上で私の市政一般を終了させていただきます。

ありがとうございました。 

○議長（君島一郎議員） 以上で７番、齊藤誠之議

員の市政一般質問は終了いたしました。 

  ここで、10分間休憩いたします。 

 

休憩 午前１１時１０分 

 

再開 午前１１時１９分 

 

○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◇ 星   宏 子 議員 

○議長（君島一郎議員） 次に、８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） 議席番号８番、公明クラ

ブ、星宏子です。 

  通告に従い、市政一般質問を開始いたします。 

  １、障害のある人も自立した生活を送れる市と

なるように。 

  障害者差別解消法が平成28年４月に制定され、

国では合理的配慮の推進のリーフレットを配布し、

先月には市もヘルプカードの配布が開始され、障

害を持つ方への支援が広まりつつあります。 

  障害を持つ方の支援のあり方は一人一人違いま

すが、那須塩原市障害者計画の基本理念は、とも

に生きる社会づくり、障害のある人もない人も個

人の尊厳が重んじられ地域とのつながりの中で自

立した生活を送れる社会を目指すとあります。 

  本市の福祉計画基本理念を実現する取り組みと

して、以下について伺います。 

  ⑴本市において、手話言語及び障害者コミュニ

ケーション手段の促進に関する条例制定等の考え

はあるか、お伺いします。 

  ⑵聴覚障害を持つ児童生徒への支援の拡大の考

えをお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員の質問

に対し答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） それでは、私のほ

うから１の障害のある人も自立した生活が送れる

市となるようについて、⑴についてお答えいたし

ます。 

  条例制定の考えについてということでございま

すが、現在全国の一部の自治体で制定されていま

す手話言語及び障害者コミュニケーション手段の

促進に関する条例については、手話を一つの言語

として認知し、取得や普及を推進すること、障害

の特性に応じた多様な情報取得やコミュニケーシ

ョン手段の普及を推進することを目的としており

ます。 

  本市におきましては現在のところ条例制定は考

えてございませんが、手話の取得普及、多様な情

報取得等の手段の普及につきましては、鋭意取り

組んでいるところでございます。 

○議長（君島一郎議員） 教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 私のほうから⑵の聴覚障

害を持つ児童生徒への支援の拡大の考えについて

のご質問にお答えしたいと思います。 

  現在、聴覚障害のある児童生徒を対象とした難

聴特別支援学級は西那須野地区の小学校に１校設

置をいたしておりまして、３名の児童が在籍をし

ております。このうち６年生１名の進学に伴いま

して中学校におきましても特別な支援が必要だと

判断し、難聴特別支援学級の新設を現在県に申請

をしているというようなところでございます。 

  また、黒磯地区におきましても、補聴器等を使

用している難聴特別支援学級の対象となる子が来

年度小学校への入学を予定していることから、新

たに黒磯地区の小学校にも難聴特別支援学級の新

設を現在県に申請をしているという状況にござい

ます。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） １番と２番と関連をして

おりますので、一括で再質問いたします。 

  中学校に難聴特別支援学級、ことしから新入生

が入るということで県のほうに申請中との答弁を

いただきましたが、申請の許可というのは、出る

時期というのは大体いつごろになるかおわかりに

なりましたらお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 
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○教育長（大宮司敏夫） これまでの例ですと、学

級編制につきましては２月１日の段階の在籍数で

ほぼ決まってくるような状況にありますので、２

月ぐらいにならないとちょっとわからない状況に

あるかというふうに思っていますが、当然必然性

がありますので、私どものほうでも県のほうに十

分要請をしていきたいというふうに思っておりま

す。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） ２月といいますと保護者

の方はやはり非常に気になる部分だと思います。

やはり早く決まれば早く準備もできますし、それ

に当たって心構えなんかもできるのだと思うので

すけれども、仮に例えば申請が通らなくて、やは

り違うそういった今現在ある難聴特別クラスのほ

うに移動してくださいというそちらのほうを勧め

られた場合、そうしますと、この近辺で言います

と宇都宮あたりになるのかなと思うんですが、そ

れを考えたときに地元に残りたくても残れない、

また、宇都宮のほうに行かなきゃいけないと、そ

の特別クラスがあるところに移動しなきゃいけな

いというのはかなりの負担になるのではないかと

思います。 

  県のほうにもさらに引き続きしっかり声をかけ

ていただきながら、それが地元の中学校でしっか

りと受け入れできるような形で要望が通るように

しっかり働きかけをしていただきたいと思います

し、また、黒磯地区にもまた１年生が入るという

ことで小学校のほうに申請中ということで答弁を

いただきましたが、例えばこういった申請が通っ

た場合、今通るかどうかわからない状態ではある

んですけれども、通った場合に際しまして教師、

先生たちの加配というものも当然考えていかなく

てはいけないと思いますが、そのあたりはどのよ

うにお考えでしょうか、お伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 学級の設置となれば、当

然のことながらここには担任の先生がつきます。

ただ、それに加えて加配というのはまたちょっと

別なものでございますので、今後どうなるかは十

分我々も状況をよく把握して、それを県のほうに

伝えて、極力開設される方向になるように努力を

してまいりたいと思っております。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） ぜひよろしくお願いいた

します。 

  本当にたらればの話にはなってしまいますが、

今現在、大山小学校のほうにもひびきという特別

難聴支援クラスがありますけれども、そちらのほ

うに３名在籍をされていると思うんですけれども、

その担当の先生はかなりそういった勉強もされて、

一生懸命難聴ということに対してどういう困難さ

があるのか、どういう指導方法がいいのか、どう

いった教え方がいいのかとかというとてもよくノ

ウハウをわかっていらっしゃる先生だと思います

ので、そういった先生などのアドバイスも受けな

がら、例えば中学校に新しく新設がされるとなる

と、中学校の先生はそういったノウハウを知らな

い方が多いと思いますので、そういった小中の連

携という部分に関しましても申請通る前から準備

するのもどうなのかと思いますが、そういった準

備的な部分も突然決まって突然やりますというの

も大変で間に合わなくなってしまう場合もあると

思ってあえてお聞きしますが、そういった連携は

どのようにお考えでしょうか、お伺いをいたしま

す。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 当然私どもも申請をして
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いるわけでありますので、そのための準備という

のは同時に進めております。 

  また、既に設置されている学級につきましても

３年前に新しく開設をしたわけでありますので、

当初はある意味ちょっと試行錯誤の部分もありま

したが、その辺につきましては、県立の特別支援

学校のほうからもいろいろアドバイスをいただき

ながら、先生ご自身もしっかりと勉強なされて今

日に至っているわけでありますので、同様に今後

も新設がかなった場合に、小中の連携を含めて、

あるいは県立との連携も含めまして十分な指導体

制がとれるように、またそして施設整備の面につ

きましてもしっかりと準備をして、いい答えを私

どもも待ちたいと思っております。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） ぜひよろしくお願いいた

します。 

  保護者の方もやはり特別支援教室もちろんあっ

たほうがいいと思うんです。保護者の方もそれを

希望されておりますし、それと同時に、中学校に

入学をするとなるとその先高校の進学ということ

も考えたときに、やはり普通学級との学力との差

がつくのも心配であるという一方の声もお聞きし

ております。 

  やはり特別支援教室に通級しながらも学力のレ

ベルもきちんと保ってもらいたい、もらえればと

いうようなお声も聞いておりますので、また、中

学校は科目によって教科担任制になっております

ので、先生によってさまざまだとは思いますけれ

ども、そういった取り組みなどもしっかり支援を

していただければと思いますが、そういった高校

進学というのも視野に入れた部分での学習指導と

いうことも今の時点で、またたらればになってし

まいますが、お考えに入っていますでしょうか、

お伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 当然中学校に入学した場

合には、その先の進路選択というのが控えており

ます。現在でも県立高校の入試に当たりましては、

特別な配慮を必要とされる生徒につきましてはそ

ういった対応ができるように要綱上もなっており

ますので、今後その中学校に進学されたお子さん

のこれからのフォローにつきましては、十分な体

制でかかわっていきたいと考えております。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） ぜひお願いします。 

  国連では、平成18年に障害者の権利に関する条

約が採択をされました。条約では「Nothing  

 About Us Without Us、私たちのことを私たち抜

きに決めないで」とのスローガンのもと、障害者

自身が意見を述べ、その考えが反映されたものと

なっております。 

  日本は平成26年１月にこの考えのもと条約に批

准した経過があるためお伺いするのですが、聴覚

障害を持つ方やまたその保護者、各団体、学校と

の連絡協議会を持ちまして、具体的にどういった

支援をすればその難聴、例えばいろいろ見え方だ

ったりとか聞こえ方だったりとかさまざま子ども

にとって特別支援教室に通うお子様の状況などは

あると思いますけれども、各種団体の方との連絡

協議会なども持ちながらどういうふうにすればよ

り過ごしやすいというか、学校生活の中でも勉強

とか、また学校生活を送れるかとかというものを

話し合う機会を持つようなことも考えの一つには

入れられないでしょうか、お伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 先ほどお答えしましたと

おり、この難聴特別支援学級の開設はまだ歴史が
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浅いわけでありますので、我々もまだまだ十分な

ノウハウを持っているというわけではない部分も

ございます。今後さまざまな課題が当然出てくる

んだろうというふうに思っておりますので、必要

なものにつきましては関係する団体とも十分連携

を図りながら、体制をしっかりと整えていく努力

は引き続きやってまいりたいと思っております。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） ぜひそういったことも考

えの視野の中に入れつつ、やはり県北地域におき

ましてはその難聴クラスがあるのは那須塩原市の

みでありますし、難聴クラスがないほかの自治体

の方などでは、保護者の方が毎日宇都宮のほうに

送迎をしているというお話も聞いております。 

  そうした体制をしっかり整えていくということ

で、那須塩原市は県北の中心都市でありますので、

難聴の特別支援の教室への県北広域で受け入れる

体制を組んでいくということも一つ視野に入れな

がら、県のほうにしっかり体制を整えていくので、

そういった申請も通していただきたいと強く要望

を出してはどうかと、これは私の提案ではありま

すけれども、そういった部分での広い視野に立っ

た中でのお考えというのはどうでしょうか、お伺

いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 広域的な受け入れという

ことでございますけれども、難聴に限らず、自治

体間での就学につきましては区域外就学という制

度がございまして、当該の教育委員会での協議の

中で許可されるケースがございますので、そうい

った扱いの中で必要があれば対応できるんじゃな

いのかなとこんなふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） そういった受け入れ態勢

もできるということは今お聞きしましたので、し

っかりまたほかの自治体の担当の方、また、そう

いう入学希望をされる方とかがいるという情報を

得たときとかさまざまな機会のときに、皆さんに

それを知っている方のほうがむしろ少ないのでは

ないかと思うので、連携強化のほうをぜひよろし

くお願いしたいと思います。 

  また、そうした中で今度は⑴番の条例制定の考

えに移らせていただきたいのですが、手話取得の

条例の制定の考えはないけれども、今鋭意取り組

んでいることがありますという答弁をいただきま

したが、その取り組んでいる内容を具体的に教え

ていただければと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 私どものほうで今

現在取り組んでいる事業ということなんですけれ

ども、幾つかございますが、主なものといたしま

してはまず、手話奉仕員その養成講座というもの

をやってございます。それと、中途失聴・難聴者

のための手話独話教室、そこのところが主なもの

でございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） そうした取り組みもして

いるということでお伺いして、これも本当に市独

自のものとして誇れるものだと思います。 

  また、そういった難聴の方ですとか、またいろ

いろな障害をお持ちの方で情報の取得というのも

とても大切なものにはなってくると思いますが、

その情報取得の有効な手段としましては市のホー

ムページから情報を得る市民の方もたくさんいら

っしゃると思いますけれども、難聴とか視覚に障

害を持つ方もホームページを閲覧されることもあ

ると思います。このホームページもバリアフリー
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になってはいますけれども、外国語表示だったり

とか音声で読み上げだったりとか文字拡大の表示

もあるんですが、これがなかなかちょっと気づき

にくいのかなと利用しづらさをちょっと感じまし

た。 

  障害を持っている方の意見を取り入れてホーム

ページを見やすくそういった部分もわかりやすく

表示されるのはどうかと考えますが、いかがでし

ょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） ホームページのつくりの

お話でございますので、私のほうからお答えさせ

ていただきます。 

  今議員ご指摘のとおり視覚障害があられる方、

あるいは難聴の方に対するホームページといった

ものの使い勝手というのがどうかというようなお

話だと思いますが、やはり我々としてもアクセシ

ビリティーといったものを大切にしています。そ

れは何かというと、いろいろな障害がある方も全

ての方も使いやすい、使い勝手のいいホームペー

ジにしていかなくちゃならないということが一つ

のテーマでございます。 

  そういうことからいたしまして今のホームペー

ジにつきましても音声の読み上げ機能であるとか、

あとはちょっと視力が弱い方に関しては、バック

ボーンの色を黄色に変えてみたり黒にかえてみた

りすることによって文字をより鮮明にするといっ

たようなさまざまな機能を設置して、鋭意そうい

うような工夫をさせていただいているということ

でございます。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） そのホームページ閲覧の

ウエブアクセシビリティーということでホームペ

ージも気がつかなかったんですけれども、徳島市

のほうでホームページの作成物すごく先進的なも

のをつくっているということをちょっと聞いて開

いてみましたら、上のほうにちょっと案内が出て

いて、そこをクリックすると横のほうにリモコン

が出てきて、音声読み上げだったり、外国語表示、

文字表示ができたりしているんですが、那須塩原

市のやつ外国語が上で、下のほうがいろいろ不自

由な方にということでの操作するところがありま

す。 

  それを一つにしてどこかぱっとわかりやすい、

目につきやすいといっても真ん中にはちょっと表

示はできないと思うんですけれども、それなりに

わかりやすいところで表示していただけると利用

しやすいのかなと思いまして、私も徳島市のホー

ムページを見て、那須塩原市これいいじゃないか

と思ってお伺いをしたところ、もうやっています、

既にとっていますということですごく感激をした

ところではあるんですが、それがまたわかりやす

さ、多分これをやっていることを知らない方のほ

うが多いのではないかと思うので、わかりやすく

表示していただければいいなと思っていたのです

が、また、その評価のほうでも最高ランクという

部分ではトリプルＡということで評価があります

が、その次、那須塩原市のほうはダブルＡをいた

だいているということで高評価を得ておりますの

で、トリプルＡを目指してさらに情報化のバリア

フリーの推進をしていただければと思います。 

  そういった市独自のまた取り組みとかそういっ

たウエブアクセシビリティー、トリプルＡという

ことで情報ツールのバリアフリーでしたりとか、

また、市独自の取り組みの中途失聴・難聴の手話

教室でしたりとか手話奉仕員の養成講座ですとか

そういったもの、また、難聴クラスも増設、今申

請中ということでしっかりばらばらに今まで一つ

一つ取り組まれて実施されておりますけれども、
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やはり条例を制定することによってそういったば

らばらのものが一つになって、またそれをバリア

フリーとしてしっかり多様な情報取得、手段の普

及ということが推進していくのではないかという

考えのもとに今回質問をさせていただきました。 

  栃木県の中でこの条例を制定しているところは

まだ一つもございませんが、那須塩原市が一番に

条例制定をしてはどうかと提案をしたいのですが、

改めて市の考えをお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 改めて条例制定の

考えをということだったんですけれども、一応最

初、手話言語というところだったのがそのほかに

コミュニケーションのほうも入ってきてコミュニ

ケーションに苦労するところというのは聴覚障害

の方だけではない、いろんな障害を持った方のと

ころまで及んできますので、そこら辺も考えてほ

かの先進の既に条例を制定している市町、それか

ら県がございますので、そこら辺も考えながら、

あと、条例化するということは市の役割のほかに

市民の方の役割、それから業者の方というか、ほ

かの方等との役割も入ってきますので、関係部局

と検討しながら研究していきたいなと思っており

ます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） ぜひ研究を進めていただ

ければと思います。よろしくお願いいたします。 

  続きまして、２番の質問へと移ります。 

  赤ちゃんへの読み聞かせのさらなる推進を。 

  読書通帳の本格開始により市民に図書館を利用

していただけるきっかけとなり、さらなる読書率

アップが期待されます。 

  乳児家庭全戸訪問の際、母子保健推進員が届け

ているファーストブックプレゼントも大変に好評

を得ております。赤ちゃんのころに母親から読み

聞かせをしてもらった子どもは、そうでない子ど

もに比べて言語習得で大きく成果が上がっている

との調査結果があり、さらに想像力、語彙力、表

現力、集中力、考える力、注意力、文章理解力な

どさまざまな能力を育てることができると言われ

ています。 

  読み聞かせの充実を図ることにより、心豊かな

那須塩原っ子がすくすくと育っていけるように以

下についてお伺いをします。 

  ⑴赤ちゃんのための読書通帳の作成について。 

  ⑵セカンドブック事業の導入について。 

  ⑶図書館に赤ちゃんタイムの導入について伺い

をいたします。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員の質問

に対し答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） ２の赤ちゃんへの読み聞

かせのさらなる推進について、順次お答えをいた

します。 

  初めに、⑴の赤ちゃんのための読書通帳の作成

についてお答えをいたします。 

  読書通帳につきましては、昨年12月から試行的

に実施をいたしまして、今年度から本格的に開始

をしたところでございます。 

  読書通帳は小中学生だけではなく、希望があれ

ば乳幼児を持つ保護者にも配布しておりますので、

この通帳を活用していただきたいと考えておりま

す。 

  次に、⑵のセカンドブック事業の導入について

お答えをいたします。 

  子どもの読書活動については、第２期那須塩原

市子どもの読書活動推進計画を本年３月に作成を

いたしました。家庭における読書活動の推進を目
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的として、ブックスタート事業に取り組んでいる

ところでございます。 

  セカンドブック事業につきましては、対象年齢

や配布方法などについて調査研究を始めたところ

でございます。 

  最後に、⑶の赤ちゃんタイムの導入についてお

答えをいたします。 

  現在、市内図書館では、のびのびタイムの名称

で赤ちゃんタイムを実施しております。実施日時

につきましては各館ごとに違っておりますが、各

図書館内に実施時間の案内を掲示をして運用をし

ているというところでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） それでは、順次、再質問

させていただきます。 

  ⑴の赤ちゃんのための読書通帳ですが、乳幼児

にも読書通帳を配布しているということで、それ

を利活用してもらいたいという答弁でしたが、例

えば赤ちゃんができたというときに母子手帳を交

付されると思うんですけれども、そのときにベビ

ー用の通帳、絵本通帳でもいいと思いますが、母

子手帳の中に入れてお母さんにお渡しをして、そ

れで赤ちゃんが生まれたときにブックスタート事

業で絵本をもらったときから使用できるようにし

たりとか、また、そういったところでの活用とい

いますか、とりに来てくださいではなく、ファー

ストブックで絵本をもらったときからこの赤ちゃ

んの手帳を使ってねということでお渡しできる方

法がいいのではないかと思ったんですが、そうい

った部分での活用は考えられないかどうか、お伺

いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 母子手帳の中にファース

トブックの配布と同時にそういう読書通帳を配布

してはどうかということでございますが、母子手

帳につきましては赤ちゃん生まれる前からそれを

お配りする、部署的には保健福祉部のほうでお配

りをするということですが、それと同時にという

赤ちゃん用のということで先ほど答弁を申し上げ

ましたように、今回つくったものにつきましてい

ろんな年代を問わずに利用ができるということで

ございますので、赤ちゃん用の読書のカードもつ

くれますし、そのお母さんの読書通帳もつくれま

すので、先ほども答弁いたしましたが、今つくっ

て運用を開始したところでございます。デザイン

も刷新したということでございまして、デザイン

を赤ちゃん用にということで今後できればとは思

いますが、現在始まったところでございますので、

その辺の有効活用をお願いしたいというふうに思

っております。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） 要は母子手帳の中に入れ

られればそれをいつでも持って歩けるし、また、

ファーストブックでやり始めながらそれ赤ちゃん

のとき専用で、何ていうんでしょう、そこの中に

書いたものをそのまま今度母子手帳と一緒にその

赤ちゃんが大きくなったときに子どもにお渡しが

できるし、それを見たときにそのお子様、お母さ

んこういう本を読んでもらったんだなというのも

記録として残るので、それはそれでいいのかと思

ったんですが、多分、今配布してくださっている

読書通帳大きくて入らないんじゃないかなと思う

んですけれども、今後これがきちんと軌道に乗っ

たときに、さらなる読書推進事業ということを考

えたときの一つの中に入れていただければと思い

ます。 

  続きまして、⑵のセカンドブック事業の導入と

いうことで、今調査研究を始めたところですとい
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う答弁をいただきましたが、確かに調べると自治

体によってさまざまでして、いろいろな考え方が

あるなとは思ったんですが、例えばブックスター

トのときの母子健康推進員さんが全戸訪問をされ

て絵本をプレゼントされておりますが、一律に同

じ時期に全員というのが一番手っ取り早いのだと

思うんですけれども、そこで一つやはり気になる

ご家庭というのもおとといでしたか、やはり気に

なる家庭はあるのではないかという部分での質問

もありましたけれども、そういったちょっと気に

なるところ、気になるご家庭、行ってもドアをあ

けてくれないとかそういったところに関しまして

もう一度やはり行かなきゃいけないとか、ちょっ

とここ気になるんだけれども、早目に対応したほ

うがいいのではないかといったときに、今度セカ

ンドブックをお持ちしながら、例えば半年たった

りとか１歳になったときにお届けをするようなそ

ういった部分で活用ができないかどうか、また、

現状の確認ということも含めて取り組みができな

いかと思いまして質問させていただいたのですが、

そういった部分ではどうでしょうか、お伺いをい

たします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） このセカンドブッ

クを保健福祉サイドで今現在やっている乳児の全

戸訪問の延長でやってはいかがかというご提案だ

ったと思うんですけれども、まず、全戸訪問の事

業を拡大することになるかと思いますので、それ

についてはちょっとこの場ではお答えできないと

いうところなんですが、昨日お答えしたときに、

全戸訪問のときに回れなかったご家庭の理由とし

て拒否ということをまずお答えさせていただいた

んですが、あの後担当のほうに確認しましたとこ

ろ、例えば昨年度でありますと実際お会いできな

かった方は３名ということで、そこはどちらかと

いうとご実家に帰られて出産していたりとかそん

な形でなかなか会えなかったということで、そう

いう方たちに対してはまた後日ということで対応

をしているということを聞いてございます。 

  でも、議員が今ご提案いただいたのはまた別の

形でも考えられますが、今ご答弁申し上げました

ように全戸訪問また別の機会に、年齢のときに行

うということについては、ちょっと今この時点で

はお答えを差し控えさせていただきたいと思いま

す。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） どの時期に配布したらい

いかという部分に関しましてはそれぞれあると思

いますので、よく調査研究進めていただいて、や

はり絵本のこういったファーストブック事業もと

てもお母さんたちにも好評ですし、セカンドブッ

クということでやはり今度は子どもが例えば本を

読む力がついたとき、これも絵本に触れるとても

いい、絵本というか児童書になるかわかりません

が、読書推進ということに関しましては、子ども

の本当に育つ上では大切な事業になってくると思

いますので、ぜひこういった事業も進めていただ

ければと思います。 

  続きまして、⑶番の図書館に赤ちゃんタイムの

導入についてなんですが、のびのびタイムの時間

があるということで、それが赤ちゃんタイムとい

うことで館ごとに違うというお話でしたが、さっ

きの赤ちゃん通帳に戻ってしまうんですが、提案

としては赤ちゃんのほうの絵本読書通帳の中にそ

ののびのびタイムなどの時間を記入して、お母さ

んとかにもお配りしてはどうかと思ったんですが、

今お母さんたちとかには図書館に行かないとその

のびのびタイムというのが何時にあるかとかとい
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うのがわからないのかどうか、ホームページとか

にも知らせているのかどうか、ちょっとお伺いを

いたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） ホームページのほうには

掲載にはちょっとなっていなかったと思います。 

  館に表示がされておりまして、館のほうで先ほ

ど申しましたように曜日とか時間帯を分けまして

実施をしているというところでございまして、そ

の辺については今後ＰＲをしていきたいというふ

うに思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） ぜひＰＲしていただけれ

ばと思います。子どもを連れて図書館に行くとい

うのが本当に行きやすくなるなと思いますし、さ

らに利用してくださる方がふえればと思いますの

で、ぜひよろしくお願いいたします。 

  ブックスタート、セカンドブック事業を通しま

して赤ちゃんとまたママ、パパ、おじいちゃん、

おばあちゃんとの触れ合いや、また優しい言葉の

やりとりだったり、また、絵本からあふれ出す言

葉のシャワーと想像力、わくわくするような時間

の共有、２冊の本のプレゼント事業かもしれませ

んが、そこから生まれるかけがえのない時間は赤

ちゃんが成長する過程で何にも変えられない命に

刻まれるダイヤモンドとなると思います。そのダ

イヤの原石が光り輝くお手伝いが市が担っていく

ということをしっかりと私は願っておりますので、

こういったブックスタート事業、また読書通帳も

さらに拡大していっていただきたいですし、セカ

ンドブック事業も調査研究にとどまらず、しっか

りと実施していただけるように前向きに推進して

いただければと思いまして、この質問を終わらせ

ていただきます。 

○議長（君島一郎議員） 質問の途中ですが、ここ

で昼食のため休憩いたします。 

  午後１時会議を再開いたします。 

 

休憩 午前１１時５６分 

 

再開 午後 零時５９分 

 

○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎発言の訂正 

○議長（君島一郎議員） ここで、教育部長より発

言があります。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 先ほど星宏子議員の質問

の回答の中で、図書館の「のびのびタイム」のこ

とで、市のホームページには載っておりませんと

いう回答を申し上げたところでございます。 

  市のホームページには載っていないんですが、

図書館のホームページのほうには載っております。

ですから、市のホームページに入った場合には、

その中から図書館のほうに入っていただきまして、

そちらから図書館のほうに入っていただければ載

っております。最初から図書館のほうに入ってい

ただければ載ってございますので、すみませんが、

そのようにご訂正をお願いしたいと思います。あ

りがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 
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○８番（星 宏子議員） 続きまして、３番に移り

ます。 

  ３、児童生徒の防災士育成について。 

  那須塩原市は、防災士が県内で２番目に多く、

防災、減災に力を入れています。そのような中、

父親が防災士の資格を取得したことをきっかけに

して、地域の災害について関心を持った中学生が

防災士の資格を取得したいと希望している家庭も

出てきました。那須塩原市の取り組みが世代を超

えて受け継がれている意義は大きいと考えます。

しかし、防災士資格取得対象は大人であり、学生

には枠がありません。 

  ＮＰＯ法人栃木県防災士会の設立10周年記念式

典において、気象庁宇都宮地方気象台長の岩倉晋

氏の来賓祝辞で、東日本大震災の釜石の奇跡、群

馬大学の片田教授が日ごろから防災教育をして、

子どもたちが「津波てんでんこ」の教えどおり、

地震の後、家にいた祖父母に逃げるように促し、

命を落とす人がいなかったとの事例を通して、子

どもに防災意識を持つように教育をしていくこと

は、それが家庭に広がり、家庭から地域に広がっ

ていく相乗効果があり、とても影響の大きい教育

であると紹介しておりました。本市においても、

中学生と高校生も地域の防災の担い手として育成

する考えはあるか、以下についてお伺いをします。 

  ⑴防災士養成講座に中高生も対象にする考えが

あるか伺います。 

  ⑵栃木県防災士会と連携し中高生を対象にした

防災講習会の開催の考えはあるか伺います。 

  ⑶ＤＩＧ（災害想像力ゲーム）、ＨＵＧ（避難

所運営ゲーム）などの講習会を小中学校で開催す

る考えはあるか伺います。 

  ⑷小中学校に防災部を設立する考えはあるか伺

います。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員の質問

に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 星宏子議員の児童生徒の防災

士育成について順次お答えをいたします。 

  初めに、⑴の防災士養成講座に中高生も対象に

する考えはあるかについてお答えをいたします。 

  市では、地域や職場における防災リーダーの育

成のため、防災士養成事業に取り組んでいるとこ

ろでございまして、資格取得者には、地域の自主

防災活動の中心としての活動を期待しているとこ

ろから、現在のところ、中高生を加える考えはご

ざいません。 

  次に、⑵の栃木県防災士会と連携し中高生を対

象にした防災講習会の開催の考えはあるかについ

てですが、中高生の防災意識を高めるための取り

組みは、地域の防災力向上にとって非常に重要な

ものと認識をしておりまして、今後、関係機関と

の調整を含め、対象や開催方法など、防災講習会

の開催について研究をしてまいりたいと考えてお

ります。 

  次に、⑶のＤＩＧやＨＵＧなどの講習会を小中

学校で開催する考えはあるかについてですが、Ｄ

ＩＧやＨＵＧは、ゲーム感覚で防災意識の向上が

図れるものと認識をしております。今後、関係機

関との調整を含め、小中学校での開催について研

究をしてまいります。 

  最後に、⑷の小中学校に防災部を設立する考え

はあるかについてお答えをいたします。 

  子どもたちが防災に対する意識を高めることは、

将来にわたって大切なことであると認識をしてお

ります。市内の小中学校では、総合的な学習の時

間や特別活動の授業において、防災に関する内容

を扱い、児童生徒の防災意識を高める取り組みを

行っているところであります。 

  このようなことから、現在のところ、中学校の
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部活動に防災部を設置する考えはございませんが、

学校からの主体的な設置要請があれば検討してま

いりたいと考えております。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） それでは、順次再質問に

移らせていただきます。 

  ⑴番なんですが、防災士養成講座の対象にする

かということでは、対象にする考えはないという

答弁でした。 

  防災士養成講座は、やはり地域の防災を担う大

人の方が対象ということですが、それにかわりま

して、ジュニア防災検定というものがあるのです

が、そちらについてお伺いをいたします。 

  このジュニア防災検定というものは、一般財団

法人防災教育推進協会が実施している検定で、子

どもたちが日ごろから防災と減災に深い関心を持

ち、意識を高め、自分で判断し行動できる防災力

を身につけることを目的として実施をされていま

す。こちらは筆記試験だけではなく、家族防災レ

ポート、家族と話し合った防災についてのレポー

トの提出。あと防災の自由研究。この３つの中か

ら構成されておりまして、防災教育の外部評価と

して利用することもできます。 

  また、こういったことを家族と夏休みの課題と

して取り組んで、それをレポートとして出すとい

う取り組みもありますので、これは非常に最適だ

なと思うんですが、受験といたしましては、団体

受験、家族受験、個人受験と三通りありまして、

初級、中級、上級とございます。値段も1,900円

から2,900円ということで、かなり受験料といた

しましては、防災士養成講座よりは安いのではな

いかなと思うんですが、こうしたやはり子どもた

ちの防災教育というのも、大分進んできているな

というのも実感する次第であります。 

  こうしたものであれば、中高生も防災の担い手

として、家族も一緒に勉強することもできますし、

受験料の心配もしなくても済みますし、そういっ

た取り組みもありますので、市もこういうのがあ

るよということで推奨してはどうでしょうか。提

案としてお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 今、ジュニア防災検定と

いうことで、いわゆる小中学生、高校生、小さい

うち、若いうちから、防災に対する意識を深める

というような取り組みが現実に行われているとい

うことで提案いただいたところでございます。 

  行うべき趣旨としては、非常に大切なことだと

いうふうには十分理解しておりますが、現時点で

こちらを制度化するという部分までは、十分な検

討はまだしておりませんので、今後、内容につい

てしっかり研究しながら検討していきたいという

ふうに思います。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） 検討していただければと

思いますが、先日、関谷下田野コミュニティまつ

りで、防災講習会と同時に行いました。初めての

開催でしたので、いろいろと課題もございました

が、この防災講習会のほうに自主的に中学生２名

も、ＡＥＤ講習会のほうに参加をしてくれたのは、

本当に有意義なことだったと思います。 

  子どもの学習意欲、学びたいという子どもの学

習意欲ですね、大人のほうから受けなさいという

わけではなく、自発的に出てきた学習意欲という

ものに水を差すのが大人の役目ではないと思いま

す。向上心のある若い芽を１つでも２つでも育て

ていって、それが大きな木となるように支えて、

栄養を与える役目を果たすべきではないかと思い

ます。 

  そうした部分も含めまして、ジュニア防災検定、
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開催の仕方はさまざまあると思います。学校が主

体になっていたり、ボーイスカウトが主体になっ

ていたり、または自治会だったり育成会だったり、

さまざまな団体での申し込みもあると思いますが、

団体受験というものもありますので、こういった

こともあるんだよということで、地域の方に、市

が何もかも主体でやらないといけないというもの

でもございませんですので、こういった周知とい

うんですか、こういったものもあるからどうです

かということで推奨していただければと思いまし

て、ここで提案をさせていただきました。 

  続きまして、⑵番に移ります。 

  栃木県防災士会と連携をした防災講習会の開催

なんですが、中高生の防災意識をさらに高めるた

めの取り組みは重要だとの答弁をいただいていま

すが、現在、自治会などで実施されております防

災訓練ですとか、そういった防災講習会、講座な

どで、子どもも一緒に参加して実施をしている地

域、自治会といいますか、学校にもお声かけをし

ながらやっているようなところがあるのかどうか

お伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） 子どもたちを交えた防災

訓練とか研修、講習ということでございますが、

具体的な実績報告等をいただいております。自主

防災会からは報告をいただいておりますが、細か

い内容について、ちょっと私のほうでも十分な把

握はしておりませんが、過日、大山地区で子ども

たちを交えた形での防災訓練とか研修会等を行っ

たというような事実もございますし、各地区の自

主防災会の中で総会であるとか、防災の訓練等を

行っている中で、やはり小さいお子さんも参加し

ていると。私の地区なんかでも、そういった傾向

もありますので、市内の中では幾つかの団体、そ

ういったことに取り組んでいるというふうには理

解しております。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） 少しずつそういう取り組

みをする自治会もふえてきたということでよろし

いでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） やはり地域防災というこ

とで、いわゆる防災士養成事業を行っていく中で、

かなりの地区にいわゆる防災士が誕生しておりま

すので、そういった方々を中心に取り組みが行わ

れておりますので、そういったことがだんだん広

がってきているということは、地域全体の防災力

の向上という点でも非常に好ましいことだという

ことで、これまでの事業の成果が一部見られてき

ているかなというふうに思っております。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） 防災力の向上が形として

見えてきたということで答弁をいただきました。 

  また、逆に、学校で開催されます避難訓練など

で、地域とともに訓練を実施している学校などあ

りましたか、お伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 訓練の内容によりますが、

例えば災害が発生したときに、児童生徒を保護者

に引き渡す引き渡し訓練という形であるとすれば、

現在、市内では13校でこのような訓練が行われて

いるという状況でございます。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） 引き渡し訓練が13校とい

うことで、学校のさまざまな行事の中で、必ず避

難訓練というものは実施されているかと思います

が、そういった避難訓練の中で地域も自治会、そ
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の地区の方、どの範囲で呼ぶかは学校にお任せす

るとしましても、地域の方も巻き込んでの訓練の

実施計画などは、今まではそういったものはまだ

考えたことはなかったのかどうかお伺いいたしま

す。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） 学校に行きますと、防災

訓練という、これまで学校に児童生徒が在校して

いて、その際に何らかの災害が発生した場合に、

まず自分の身をどう守る、あるいはどういうふう

に危険な場所から逃げるかということを中心に防

災訓練をやってきておるのが現状です。 

  今後、災害はどこでいつ発生するかわかりませ

んので、それに対応できるような能力を身につけ

ていく、育てるためには、地域を巻き込んだ防災

訓練というものは今後必要になってくるというふ

うな認識は持っております。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） 確かに体力を身につける

というのは、とても大切なことだと思います。 

  防災講習会の開催については、その研究を判断

するための考えの一つに入れてほしいと思います

のは、ＮＰＯ法人のプラス・アーツというところ

が実施しています「イザ！カエルキャラバン！」

というものがございます。楽しく、遊びを通して

親子で参加できる防災講習会でございまして、防

災協議会なども内容はさまざまあります。開催規

模とか内容、参加人数により、いろいろな講習内

容もチョイスできる仕組みになっておりますので、

まずは300人からの防災士、那須塩原市おります

けれども、自主防災組織、また親子連れ、また市

民の皆さんを巻き込んで防災イベントを開催して、

関心を高めていくというのはどうでしょうか。 

  那須の水害から20年目の節目となりますので、

改めて市民全体で、それからまた、中高生へと的

を絞って、また地域を巻き込んで、防災士も各地

域におりますので、そういったものを大きいもの

から小さいものへとだんだん広めていくようなイ

ベントではないですけれども、そういった取り組

みをしてはどうかと思いますが、いかがでしょう

か。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） ＮＰＯ法人のプラス・ア

ーツということで、「イザ！カエルキャラバン！」

ということで、今、議員おっしゃられました。 

  多彩なメニューの中でいろいろな取り組みがで

きるということでございます。そういった中で、

自主防災組織、自治会、また市で予定しておりま

す総合防災訓練とか、そういったところに合わせ

て、その取り組みをしてはどうかということでご

ざいますが、これから特に総合防災訓練について

は、細かなメニュー、今後組み立てる中で、そう

いった全市的な取り組みというような形がいいの

か、ごく一部、じゃ、どこがいいのかとか、いろ

いろ検討しなければならない部分もありますし、

この取り組みが全体の総合防災訓練ということで

考えたときに、うまくマッチするような仕組みを

組み立てができるか、そういったものは、今ご提

案のありました「イザ！カエルキャラバン！」で

すか、そっちの内容を十分まだ理解しておりませ

んので、その辺は今後研究させていただきます。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） ぜひ検討をお願いします。 

  東京とかでも区単位で実施をされているところ

もあるので、大規模なものでも対応できると思い

ますので、お願いいたします。 

  あと⑶番に移ります。 

  ＤＩＧとかＨＵＧ、小中学校での開催なんです
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が、やはり小学校とかでこのＤＩＧとかＨＵＧを

実施することによりまして、よりリアルさが増す

と思います。例えばＤＩＧをやって、災害想像力

ゲームですが、登下校の際の実際の通学路、災害

時はどうなるのかというのを地域の方とともに、

子どもたちも一緒に、保護者も一緒に歩きながら、

ここは大雨が降ったときにどういう状況になるか

というのをチェックしながらマップをつくったり、

危険なところを事前にやはり知っておくというも

ので、必要になるのではないかと思いますし、ま

たＨＵＧ（避難所運営ゲーム）も、もともと図が

できているのは、仮想の図なので、それを実際の

学校の見取り図の上でＨＵＧをやるというのも一

つの手ではないかと思います。 

  小学校、中学校は、やはり地域の避難所になっ

ておりますので、実際にそこでＨＵＧをやること

によって、どういった場所をとっていくのか、ど

ういう対応をしていくのかというのが頭の中に描

きやすくなりますし、また各小中学校の地域事情

に合わせたものとなって、実際に役に立つものと

なると思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（伴内照和） ＤＩＧ、ＨＵＧを活用し

た防災意識の向上ということで、特に、前回、Ｈ

ＵＧについてご質問いただいてご答弁さしあげま

した。今回はＤＩＧということで、やはり私のほ

うもＤＩＧについて、ちょっと内容については見

させていただきましたが、非常に現実的な地域の

中で危険箇所をみんなで話し合って、それを理解

を深めるというのは、いざ災害があったときには、

非常に役立つものだというふうに理解をしており

ます。 

  特に自治会、自主防災会、また学校というよう

なご提案でございますが、そちらにつきましては、

実は昨年の防災士会の研修の中で、やはり県の防

災士会の講師を招いてＤＩＧの研修をやっており

ます。全体で67名が参加しているわけなんですが、

そういった研修を積み重ねながら、この２つのあ

る意味、災害対応のゲーム感覚を持った取り組み

というのは、非常に市民の中に伝わっていってい

ければというのがひとつ私どもの願いでもありま

すし、そういう機会を創出するというのも、やは

り大切だと思っておりますので、関係機関とも協

議を重ねていきたいというふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） ぜひよろしくお願いいた

します。 

  続きまして、⑷番に移ります。 

  防災部の設立ということで、この防災部の設立

は、何回も前の平山啓子議員も取り上げておりま

した。 

  防災部を設立するということでは、荒川区では

いち早く取り組んでおりまして、子どもから防災

意識の向上を図るということで、防災部を設立す

るというのは、とてもハードルが高いと思います。

今でも部活も大変いっぱいありますし、すぐにと

いうことにはいかないと思いますが、例えば月１

回、または前期、後期の年２回とか、委員会活動

として、防災士の資格を取得した先生もいらっし

ゃるかと思いますので、そういった先生を中心に

実施するのはどうかと思います。 

  小学校なら、なまずの学校ゲームというのもあ

りますし、また体育祭のときとかに防災スポーツ

プログラムというのを障害競走に取り入れたりと

か、あと親子競技に毛布でつくる担架競走とかと

いうのも、アイデア次第では、ちょこちょこと入

れることもできると思います。学校行事のどこか

一つに入れていくというのも、工夫次第でできる

と思いますが、防災士の資格を取得した先生は、
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学校の中でどのような役割を現在果たしているの

かお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育長。 

○教育長（大宮司敏夫） まず、現在、学校にどの

程度防災士がいるかということでございますが、

平成28年度末の段階で43名の防災士資格を取得し

た先生方が学校におりまして、全小中学校をカバ

ーしております。当然のことながら、こういった

資格を生かして、学校の防災教育から防災指導計

画の立案、企画、運営等の中心になって活躍して

くれております。 

  先ほどいろいろご提案がありましたが、いろい

ろな機会を通して子どもたちの防災意識を高める

ことはとても大切だと思いますので、今後、学校

の計画の中にどのような形で取り組めるかといっ

たことにつきましては、私のほうからも学校のほ

うに情報提供させていただきたいというふうに思

っております。 

  なお、防災力につきましては、学校だけじゃな

くて、地域としての防災力を高めるということが

とても大切ではないのかなと思っておりますので、

今後、地域学校協働本部というものが動いてまい

りますので、そういった中でぜひ地域と学校が一

緒になって、例えば地域の安全マップづくりであ

ったり、先ほど出てきました避難訓練であったり、

さまざまな活動が考えられると思いますので、そ

の地域の実情に合った形で進められていけばいい

のかなと、こんなふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） 私もそれを本当に考えて

おりまして、ぜひそれが進めるようにもう一段の

取り組みをお願いしたいと思います。 

  それで、まとめになりますが、つくば市では、

小さいうちから防災意識を高めるため、教育現場

で取り組みを推進しております。 

  先ほどおっしゃってくださいました、地域と学

校を連携した防災強化に向けて、学校防災連絡会

議というものを設置して、ＰＴＡ、自治会、民生

委員、消防団、自主防災組織、各組織が連携して、

防災マップづくりを推進して、なぜ学校を中心に

したのかということで話になるんですけれども、

つくば市の例では、自治会の加入率が50％強だそ

うなので、そこに着目したのが、小学校を住民に

よる地域活動の拠点にしたということがあります。

小学校単位で実施しました防災訓練というのは、

市全体で行うよりも参加率が多かったということ

です。 

  また、荒川区は、防災ジュニアリーダー、先ほ

どの研修の紹介もさせていただきました。検定で

すね、育成をしております。これは区長の強い思

いのもと、各中学校の協力を得て実現した事業と

なっております。 

  本当に助けられる人から助ける人へという自助、

共助の意識と思いやりの心を育み、将来、地域に

おける防災リーダーや消防団員を志す人材の育成

を目指しております。 

  ここで注目すべきなのは、学校から自主的に取

り組んだのではなく、区長の強い思いから学校へ

働きかけて実現したものとなっております。 

  荒川区でいち早く設立した中学校では、レスキ

ュー部といいまして、お年寄りのところを訪問し

たりとか、地域の見守り活動にも参加しておりま

す。そうした絆ネットワークというものに参加し

ている生徒たちは徐々にふえておりまして、地域

のことがよくわかるようになった。ここの地域に

はこういう方が住んでいるということが、とても

今後の防災に役立つということで出ておりました。 

  また、那須塩原市におきましては、防災士が

318名誕生しております。自主防災組織で自主的
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な役割をしてほしいと、市の思いもありますが、

現在、それがまだまだ生かし切れていない状態で

はないでしょうか。 

  今定例会におきましても、一般質問で毎日のよ

うに、種類は違いますけれども、防災対策、災害

対策について取り上げられているのは、それだけ

市民の災害に対する関心の高さと、自然災害や人

的災害が身近にあって、いつでも起こり得る不安

もあるからだと思います。 

  災害によって市民と行政の信頼関係を崩すこと

なく、しっかり平常時の準備と訓練が大切ではな

いかと思います。 

  学校も含めまして、地域など、防災事業にリー

ダーシップをとって進めていくのは誰か。研究し

ますとの答弁は、前向きなのか、後ろ向きなのか。

前向きに聞こえるような、そういった取り組みも

必要ではないかと思います。 

  また、そうした防災災害対策に前向きな方向性、

今後の考えが最後にありましたらお伺いいたしま

す。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 星議員からいろいろ防災関係

についてのご意見をいただいておりまして、我々

としましても、相当やはり力を入れて防災対策を

行ってきております。今後もこれの充実に向けて

積極的に取り組んでまいりたいと考えております。 

○議長（君島一郎議員） ８番、星宏子議員。 

○８番（星 宏子議員） よろしくお願いいたしま

す。 

  以上をもちまして、市政一般質問を終わります。

ありがとうございました。 

○議長（君島一郎議員） 以上で８番、星宏子議員

の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 大 野 恭 男 議員 

○議長（君島一郎議員） 次に、12番、大野恭男議

員。 

○１２番（大野恭男議員） 皆様、こんにちは。議

席番号12番、大野恭男です。 

  通告書に従いまして、市政一般質問を行います。 

  １、高齢者福祉について。 

  高齢者福祉は、市の重要な施策と思われます。

「第６期那須塩原市高齢者福祉計画」においては、

医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが、

切れ目なく継続的に提供される「地域包括ケアシ

ステム」の構築を推進するためにいろいろな取り

組みをされ、高齢者への支援対策の充実・強化に

努めているかと思いますが、以下の点についてお

伺いします。 

  ⑴「地域包括ケアシステム」について。 

  団塊の世代が75歳を迎える2025年に向けて取り

組まれていると思いますが、市はどのように考え

て位置づけをしているのか。現在の組織化と進捗

状況について、また課題があればお伺いします。 

  ⑵健康づくり・介護予防事業の推進についてど

のように取り組んできたか。また、課題があれば

お伺いします。 

  ⑶高齢者の居場所づくり・地域見守り支え合い

体制の構築についてどのように取り組んできたか。

また、課題があればお伺いします。 

  ⑷施設・居宅系サービス・地域密着型サービス

等の計画的な整備・誘導は行えているのか。また、

今後の計画を伺います。 

  ⑸認知症高齢者やその家族に対する支援の状況

と課題、今後の支援策をお伺いします。 

  ⑹在宅にて介護を受けている重度の要介護者

（要介護３～５）やその家族に対する支援の現状
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と課題、今後の支援策についてお伺いします。 

  ⑺地域包括支援センターに対しどのように運

営・強化に取り組んできたか。また、今後どのよ

うに取り組んでいくべきか伺います。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） それでは、１の高

齢者福祉について順次お答えをいたします。 

  初めに、⑴の「地域包括ケアシステム」につい

て、2025年に向けて市がどのように考えて位置づ

けているのか。現在の組織化、進捗状況及び課題

についてお答えをいたします。 

  地域包括ケアシステムの構築につきましては、

本市の高齢者施策において重要な課題として位置

づけをしており、システムの構築を推進するため

の組織として、医療や介護の多職種等が個別ケー

スの問題や地域課題を協議する地域ケア会議及び

地域住民が主体となってさまざまな問題を協議す

る協議体を設置しております。 

  さらに、地域ケア会議や協議体で明らかになっ

た課題を整理し、施策の提言等を行う地域包括ケ

ア推進会議を設置しており、自治会長、民生委員、

医療や介護の関係者、学識経験者等が構成メンバ

ーとなっております。この体制が整ったのが昨年

12月でありますので、今後の課題は、まずは体制

を定着させていくことであると考えてございます。 

  次に、⑵の健康づくり・介護予防事業の推進に

ついての取り組み及び課題についてお答えをいた

します。 

  平成28年度からリハビリ専門職の協力を得て、

いきいき百歳体操に取り組む自治会等の活動支援

及びこの活動の協力者となる介護予防サポーター

の養成に取り組んでまいりました。今後は、住民

が主体となって活動する地域の身近な通いの場を

拡大していくことが課題であると考えております。 

  次に、⑶の高齢者の居場所づくり・地域見守り

支え合い体制の構築についての取り組み及び課題

についてお答えをいたします。 

  まず、高齢者の居場所づくりにつきましては、

生きがいサロン及びまちなかサロンの支援に取り

組んでおり、今後は認知症高齢者等の居場所づく

りが課題であると考えております。 

  また、地域見守り支え合い体制の構築につきま

しては、現在10カ所の公立公民館エリアにおいて

見守り活動の組織づくりの支援に取り組んでおり、

今後は活動団体の拡大が課題であると考えており

ます。 

  次に、⑷の施設・居住系サービス・地域密着型

サービス等の整備と誘導及び今後の計画について

お答えをいたします。 

  介護保険施設等の基盤整備につきましては、入

所待機者の状況、基盤整備の現状等を踏まえ、第

６期計画においては７施設を整備する目標値を計

上しております。そのうち６施設の整備が決定し

ており、計画的な整備がなされたと考えておりま

す。第７期計画においても、入所待機者等の状況

を勘案し、必要な施設の整備を進めてまいります。 

  次に、⑸の認知症高齢者支援策やその家族に対

する支援の状況と課題、今後の支援策についてお

答えをいたします。 

  支援策の状況としては、地域包括支援センター

による総合的な相談や、介護サービス施設事業所

の整備等に取り組んでおります。主な課題といた

しましては、認知症に特化した相談支援体制の整

備であると考えており、来年度は認知症初期集中

支援チームを設置して、認知症の初期の支援を包

括的、集中的に行うとともに、認知症地域支援推

進員を配置し、認知症施策全般の企画調整を実施
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してまいります。 

  次に、⑹の在宅で介護を受けている重度の要介

護者やその家族に対する支援の現状と課題、今後

の支援策についてお答えをいたします。 

  在宅の要介護者と家族への支援の現状につきま

しては、毎月１回、ケアマネジャーによる本人や

家族との面談をすることにより、適切な介護サー

ビスの利用ができるよう支援しております。 

  課題につきましては、在宅医療と在宅介護が一

体的に提供される体制の構築が必要であると考え

ております。 

  今後は、さまざまな職種による多職種連携会議

などで、在宅医療介護の連携の現状を把握し、対

応策を検討してまいります。 

  最後に、⑺の地域包括支援センターの運営・強

化のこれまでの取り組み及び今後の取り組みにつ

いてお答えをいたします。 

  これまで市と地域包括支援センターによる連絡

調整会議を毎月１回開催し、適切な運営や必要な

支援内容等について協議し、センターの運営・強

化に努めてまいりました。今後は、地域の関係者

や関係機関等とのネットワークの構築や地域との

コーディネート機能をさらに強化してまいりたい

と考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） それでは、⑴について

再質問を順次させていただきます。 

  地域包括ケアシステムについては、那須塩原市

の高齢者施策において、最も重要な課題として位

置づけられているというのがわかりました。 

  また、このシステムの構築を推進するための組

織として、地域包括ケア会議や協議体があると。

設置してあるということですね。 

  そして、これらの会議で明らかになった課題等

を整理して、施策の提言などを行っていく機関と

して、地域包括ケア推進会議が設置してあるとい

うことで理解いたしました。 

  そこで、再質問していきますが、地域ケア会議

や協議体で明らかになってきた課題があるかと思

うんですけれども、具体的にどのようなことが挙

げられているかお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 地域ケア会議や協

議体で明らかになった課題ということですね。今

のところ、介護予防や社会参加の必要性について、

まずは住民の皆さんの理解を高めること。それか

ら、ケアマネジャーや事業所が自立支援の意識を

高めること。それと、認知症の人が住みやすい地

域づくりや、早期受診のシステムづくり。それと、

移動手段や居場所、地域とのつながりの希薄化な

どが課題として挙げられております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） たくさんの課題が挙げ

られてきているかと思います。やはり住民の方の

理解というのも非常に重要かと思いますので、大

変難しい問題かとは思いますけれども、例えば住

民の方に参加していただいて会議を開くとか、そ

ういったことをしていただいて、理解を得られる

ようにしていってもらえればというふうに思いま

す。 

  次に、昨年12月に政策の提言などを行う地域包

括ケア推進会議というのを設置されていますけれ

ども、何か市に提言してきたものというのはある

かお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 地域包括ケア推進
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会議ですね、12月に立ち上げまして、これまでに

３回ほど開催してございます。それで上がってき

たものといたしましては、認知症による徘回され

ている方ですね、その方の見守りネットワークの

構築が必要なのではないかということとか、あと

市のほうでいろいろなサロン事業をやっているん

ですけれども、そのサロン事業の今後の方向性で

すね、それらを検討する必要があるのではないか

ということの提言を受けてございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） 今ご答弁にありました

ように認知症の方の徘回というのはすごく大変で、

我々も経験したことがありますけれども、要する

に、例えば施設に入っている方なんかでも、元気

な認知症の方と言ってはおかしいですけれども、

20㎞でも30㎞でも歩いちゃうという形なんですね。 

  実際、施設の場合ですと、どのぐらい歩かれる

のかというのは、後ろからついていって、大体調

べて、１時間例えば姿が見えなければ何㎞ぐらい

先を探すとか、そういったことでやっていくと思

うんですけれども、これが在宅の場合、物すごく

大変なことだというのは、すごく認識しておりま

す。ですから、今お話しされたように、見守りの

ネットワークづくりですか、しっかりと構築して

いただきたいというふうに思います。 

  医療、介護、予防、住まい、生活支援サービス

が切れ目なく継続的に提供される、この地域包括

ケアシステム、すごく大事なことなので、構築を

しっかりと定着させていただきたいというふうに

思います。 

  それでは、⑵について再質問いたします。 

  平成28年度からいきいき百歳体操、これは平成

14年に多分、高知県で、高知市かな─で始まっ

たものだと思うんですけれども、取り組まれてい

ますけれども、現在の活動状況や効果は見られて

いるのかお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 議員説明いただい

たように、高知のほうで始まりまして、かなり介

護予防の効果が出ているということで、私どもの

市でも導入に入ったところなんですけれども、今

現在、16カ所、市内で取り組んでいらっしゃる自

治会等がございます。 

  それで、効果といたしましては、リハビリの専

門職の方に入っていただいていまして、効果測定

とかをやっていただいているんですけれども、一

応参加者の、高知でも実施はされているところな

んですが、私どもの市でも、体力測定の結果から、

やはり身体機能の維持向上が見られているという

ことが、介護予防に効果があるということが出て

おります。 

  それから、あとは、一応１週間に１回の活動を

お願いしているところなので、定期的に地域の身

近なところへ通って、来た方といろいろお話をさ

れたりとか、いろいろするところもありまして、

いわゆる地域の居場所にもなっているというとこ

ろで、高齢者の社会参加、ひいては予防につなが

るところなんですけれども、そんな効果が今のと

ころ出ております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） 16カ所で行われていて、

リハビリ的なことをやっている。週に１回。身体

機能の向上が見られているということで、今、部

長おっしゃられたとおりに、外にまず出るという

こともすごく大事なことだと思います。特に男の

人なんかは、多分参加されている方は、男性、女

性の比率はちょっとわからないですけれども、男
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の人はなかなか出ないですから、積極的にお声か

けいただいて、どんどん進めていっていただきた

いというふうに思います。 

  これらの活動に取り組む方たちの協力者である

介護予防サポーターをどのように今後育成して、

また現在何人いて、何人くらい今後必要とするの

か伺います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 介護予防サポータ

ーの関係ですが、サポーターさんになっていただ

くのには、私どものほうでリハビリの先生等々の

ご協力をいただきながら、養成講座というのを年

に２回開催してございます。それで、そこでは、

いきいき百歳体操そのものの実技指導や、それか

ら介護予防の講義、講話ですね─等を内容に含

めた講座のほうを開催してございます。 

  サポーターの数ですけれども、今現在は49人と

なっています。一応今後もこの活動を市内に広め

ていきたいと考えてございますので、サポーター

さんの協力なくしてはあり得ない事業でございま

す。一応どのぐらい必要かというところからは、

なかなか数字が出しにくいところでございますが、

今、第７期の高齢者福祉計画の案を作成している

ところなんですけれども、そこでは目標値という

のを平成32年度で94人という数字を挙げさせてい

ただいております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） 養成講座、年に２回と

いうことで、今現在49人活躍されていると。32年

度までには、目標値94人ということで理解しまし

た。 

  先ほどからも申し上げますように、要するに要

介護状態にならないように、できるだけ、やはり

こういった予防の事業が大変重要になってくるか

と思いますので、課題にも挙がっていましたが、

住民が主体となって活動する地域の身近なよりど

ころ、場所ですね、こういったところをしっかり

と今後も拡充していっていただきたいというふう

に思います。 

  それでは、⑶について再質問します。 

  高齢者の居場所づくりに関しては、生きがいサ

ロン、まちなかサロンの支援に取り組んでいると

いうことで理解しました。 

  しかし、認知症高齢者の居場所づくりが、ご答

弁にもありましたけれども、少ないというふうに

やはり感じます、認知症高齢者の方の居場所です

ね。 

  また、地域見守り支え合い体制の構築に関して

は、10カ所の公民館エリアで見守り活動の組織づ

くりの支援をしているということなんですけれど

も、進捗状況をお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） それでは、見守り

活動のほうの進捗状況のほうにお答えということ

でよろしいでしょうか。 

  今、10カ所の公民館で48の自治会のほうで活動

をされてございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） 48自治会ということで

理解しました。 

  この見守り活動に関しては、社会福祉協議会の

方も一生懸命頑張ってやっておられて、あとは、

もちろん自治会の方とか自治会長さんとか、地域

包括支援センターの職員とか、民生委員の方が中

心になって行っているかと思うんですけれども、

48自治会、今行われていますけれども、やはりも
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っとどんどん、もっともっと拡大していかなくち

ゃいけないというふうに思いますので、働きかけ

のほうをよろしくお願いいたします。 

  見守り活動に関して、高齢者世帯や独居高齢者

が今後ますますふえていくのが予想されます。近

所の方も、高齢者の方ばかりになってきちゃって、

正直、見守りどころじゃなくなっちゃうような状

況に近い将来なっちゃうのではないかなというふ

うに思います。 

  高齢者の見守りということで、長野県の坂城町

で９月から取り組んでいる事例がありまして、水

道メーターが、水の利用状況を把握して、安否確

認をするシステムというのがあります。そういっ

たものを今後、お金がかかることなので、すぐに

は無理かなとは思うんですが、要するに機械を使

った形で見守りができるという方法もありますの

で、検討できないかお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 今、他自治体の実

例をご紹介いただいたんですけれども、私どもの

ほうも、その実例については余り詳しく、今お聞

きしたところなのでわからないところがあります。 

  議員のほうで申し上げていただいたように、予

算のほうも伴う事業でありますので、今のご提案

のほう、事例の紹介のほうを参考に、今後も研究

を進めたいと思います。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） このシステムは、簡単

に言うと、要するに水が何時間か使っていなけれ

ば、メールで家族にお知らせするとか、水が出し

っ放し、使いっ放しで２時間以上過ぎている場合

は異常なので、そういったときにメールで知らせ

るとかというようなシステムで、人って生きてい

れば、やはり水を使いますので、朝起きれば、お

茶とかお水を飲んだり、あとはトイレを流したり、

すごく、先ほど部長もおっしゃられたように、予

算も伴うのでいろいろ大変かと思うんですけれど

も、そういったシステムもあるので、研究のほど

よろしくお願いします。 

  それでは、⑷について再質問していきます。 

  施設整備においては、入所待機者の状況や基盤

整備の状況を踏まえて行っているのは理解してお

ります。 

  この６期計画においては、７施設整備予定のと

ころ、６つの施設が整備決定しているということ

で理解しました。 

  ただ、おおよそ計画どおりに進んでいるかと思

うんですけれども、地域密着型の特養がまだ未着

手だと思います。また、公募で決まってはいても、

建設予定になってはいても、一応建設がちょっと

おくれているような状況かとは思いますが、その

辺の考えをお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 施設整備の関係の

ご質問ですけれども、１つ未整備のところという

のが、地域密着型特別養護老人ホームというとこ

ろでございます。こちらにつきましては、計画の

中では、28年度に整備をするということで計上さ

せていただいていたところなのですが、それに合

わせて公募のほうを合わせて５回ほど行いました。

５回ほど行ったところなのですが、結果的に整備

いただく法人が決まっていないという結果になっ

ております。 

  こちらについて、理由はさまざまであるかと思

いますので、何とも、うちのほうでは努力したけ

れども、結果はこうだったとしかお答えできない

ところなのかなと思います。 
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  それから、決定したけれども、まだ着手されて

いないところ。具体的にあそこかなというところ

があるんですけれども、そちらにつきましては、

そこは恐らく老人保健施設のことをおっしゃって

いるのかなと思うんですけれども、整備法人決定

いたしまして、整備のほうを進めていただくので

すが、老人保健施設というものが県のほうに、県

が許可をするというところなんですね。なので、

公募は市、自治体、保険者のほうでやって、許可

は県で行うという仕組みになってございます。私

どものほうで公募いたしまして決定したところで

すが、まだ確かに見えない状況、外から見て見え

ない状況になっているんですけれども、大体、来

年度にはオープン予定というか、整備できるよう

な状況で今進めているというのを情報としては得

ているところでございます。繰り返しになります

が、おおむね順調にいっているのかなと考えてお

ります。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） おおむね了解しました。 

  地域密着型の特別養護老人ホームというのは、

要するに那須塩原市民の方が、那須塩原市に住所

のある方が入れる特別養護老人ホームなので、ぜ

ひ早く決まっていただきたいというふうに思いま

す。 

  ５回公募をかけて、なかなか決まらないという

のも、いろいろな要因があって、建設費がだんだ

ん上がってきちゃっているとか、あと土地が見つ

からないとか、いろいろあるかと思うんですけれ

ども、50戸連檐とかいろいろありますけれども、

その辺、なかなか緩和していくというのは難しい

かとは思うんですけれども、ちょっと柔軟に考え

てもいいんじゃないかなという時期に来ているん

じゃないかなというふうに思いますので、ちょっ

と心にとめておいていただければというふうに思

います。 

  あとは、７期計画において、施設整備は計画的

に継続して行われていくというふうに思いますけ

れども、今後、やはりいろいろなところで問題に

なっています。人手不足というのが、やはりどの

地域においても予想されると思いますけれども、

この辺どのようにお考えになっているかお伺いし

ます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 人手不足の問題で

すが、介護職員、直接介護に携わる方については、

国のほうも前々から実態を把握していて、ほかの

職種との賃金差とかいろいろ鑑みて、制度上、加

算であったりとか、いろいろな手法で過去にもや

ってきてございます。 

  やはり報道等を見ましても、施設はいざつくっ

たけれども、そういった人員的な基準が満たせな

いのでオープンができないということで、あいて

いるんですよなんていう報道を多分ごらんになっ

ている方々が多いかと思うんですけれども、幸い

うちのほうは、まだそこまでいっている状況では

ございません。 

  ただ、やはり施設待機者がいる。それから、必

要なサービスだというところから、施設のほうを

整備してございますので、今後、うちの市のほう

にも来る可能性はあるかもしれないんですけれど

も、市としてどうにかできる問題というところで

は、なかなかないところなので、ちょうど今、介

護報酬の改定とかを国が進めているところでござ

いますので、そこに期待したいと思っているとこ

ろでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 
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○１２番（大野恭男議員） 了解しました。 

  介護職だけじゃなくて、看護職なんかも、やは

り非常に不足してくるのではないかということは、

やはり危倶されるんですけれども、実際、介護施

設で働く職員というのは、もちろん事務員もいて

調理員もいてという形であるんですけれども、例

えば５年後、10年後、10年後かな、10年後を見た

ときに、少子高齢化のあれを見て、施設はあるん

だけれども、働く人がいないんじゃないかという

心配が実際あるかと思うんです。それで、今お話

ししたんですけれども、こればかりは、国のいろ

いろな施策とかいろいろ絡んできますので、この

辺にしておきます。 

  施設整備なんかで、新規に建物を建築すると、

費用もかなりかかってくる。土地も探さなきゃい

けない。今後は、これはもちろん県との協議も必

要になってくると思うんですけれども、既存の施

設に増所していくとか、例えばあいている部屋が

あったら、４床でも８床でも、特養をそこにくっ

つけちゃうとかという形にすれば、お金もかかり

ませんし、人的確保もそんなに、まっさらな状態

からやるのでは大変ですけれども、ちょっとプラ

スすれば、人的なものはクリアしちゃいますし、

事務職員ももちろん今までの事務職員で済むし、

調理員も済むしという形で、そういった面もあり

ますので、今回、広域型の特養増床というくくり

になるのかな、50になって、100幾つになってい

ますけれども、そういった方法も有効だと思いま

すので、検討のほどよろしくお願いします。 

  それでは、⑸について再質問していきます。 

  課題に相談支援体制の整備を挙げておられます。

平成30年までに認知症初期集中支援チームを設置

しなければならないというふうに思いますが、め

どはついているのかお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 初期集中支援チー

ムのご質問ですけれども、30年度から全国いずれ

の市町村においてもやらなきゃならないというこ

とになってございますので、私どものほうも、関

係医療機関、それから社会福祉法人、それから地

域包括支援センター等と皆様にご相談等をさせて

いただきながら、今、30年度スタートに向けて準

備を進めているところでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） よろしくお願いいたし

ます。 

  また再質問なんですが、認知症地域支援推進員

を配置して、認知症施策全般の企画調整を実施し

ていくというふうに答弁でありましたけれども、

認知症地域支援推進員をどこに配置して、どのよ

うに活動していくのか教えてください。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 認知症地域支援推

進員につきましては、ある一定の講座、研修を受

けないとなれないものでございます。 

  一応今のところ、来年度につきましては、とり

あえず高齢福祉課内に配置をする予定で準備を進

めているところでございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） 了解しました。高齢福

祉課内に配置というということで理解しました。 

  それでは、認知症高齢者の居場所、その家族の

息抜きの場所ですね、やはりしっかりつくってい

かなくちゃいけないというのは、かなり重要にな

ってくるというふうに思うんですけれども、現在

の状況と今後の対策があればお伺いします。 
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○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 認知症の方と、そ

れから家族の方の息抜きの場所について、今の状

況と今後のあり方というんですかね、対策という

ことで、今現在は、どちらかというと、市民の方

であったりとか、それからＮＰＯ法人さんであっ

たりとか、そういった地域の方々がそういった居

場所づくりをなさっていただいております。カフ

ェという形とかでですね。例えば家族のケアをし

ている方のケアラーズカフェであったりとかを含

めて、そんなものを取り組んでいただいておりま

す。 

  今後につきましては、やはり前々から全国的に

認知症の方、ご本人だけじゃなく、その家族の方

の負担というのもかなり大きいので、その方たち

の居場所、それからその方たちの理解を深めるた

めにというか、ストレスの解消であったりとか、

いろいろな意味でのそういった場所が必要だよね

というところがありますが、これにつきましては、

一応地域の方とか、それからご本人、家族の方と

かも含めながら、情報交換をして、そのカフェの

設置につきまして、市の必要性というのを感じて

ございますので、いろいろな関係機関、団体、市

民の方々等々と連携をしながら、協議をしながら、

話し合いをしながら、研究してまいりたいと思い

ます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） 認知症高齢者の方、認

知症の方を見ている家族の方というのは、本当に

すごく大変だと思います。 

  今、部長がおっしゃられたように、居場所、相

談したりする場所ですね、息抜きできるような場

所、たくさん─たくさんと言っても、数あれば

いいというものじゃないですけれども、しっかり

とつくっていただきたいというふうに思います。 

  認知症の方の権利擁護の推進というのも、すご

く大切なことだと思うんですけれども、市はどの

ように取り組んでいるのかお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 権利擁護というこ

とで、一番まず頭に上がるのは、成年後見制度だ

と思うんですけれども、市としては要綱を定めて

ございまして、自治体によってはいろいろなやり

方があるんですけれども、うちのほうでは市長に、

基本はご家族の方であったりが、その後見の申し

立てとかをするんですけれども、その審判ですね、

それがいらっしゃらない方とか、できない状況で

あったりとかあります。そのときには市長の申し

立てができるということ。それに対する費用の助

成ですね。それから、家庭裁判所の方が選任して

後見人等々が決まってくるわけなんですけれども、

その方に対する費用というのが裁判所の方で報酬

というんですかね、それが決まるわけなんですが、

それに対するどうしても資力がなくて払えないと

いう方も実際ございますので、その方たちに対し

て、結局後見人さんに対して市のほうから助成金

を出すという制度で、今、何件かやってございま

す。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 質問の途中ですが、ここ

で10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時０２分 

 

再開 午後 ２時１１分 
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○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

  12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） 認知症の方の権利擁護、

すごく大切なことです。これからやはりますます

ふえてくるかと思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

  それでは、⑹について再質問いたします。 

  施設入所できている方と、希望しても入所待ち

で在宅にて介護されている方と、在宅介護ですね、

最後までするという方と、いろいろあるかと思い

ます。在宅で介護されている介護者の方に、非常

に大変な重労働と言っちゃおかしいですけれども、

大変なことです。この方たちに、本当にお疲れさ

まです、頑張ってくださいというような意味で、

介護手当というのを支給できないかお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 在宅で介護なさっ

ているご家族への慰労金というんですかね、それ

を支給できないかというご提案だと思うんですけ

れども、一応私どものほうでも、合併前の黒磯市

では、家族介護のやはり慰労金を出していたとい

う経緯がありました。あと、今、ほかの市町なん

かを見ますと、実際、全国的にも慰労金という、

名前はちょっと違うかもしれないけれども、家族

の方へ支給しているという現状もございます。 

  本当に実際、認知症のご家族の方をご家族で見

るということは、すごい心身ともに、やっちゃい

けないと思っても、つい言葉に出しちゃうとか、

いろいろ本当に戸惑いであったり悩みであったり

とかいろいろあって、本当に負担というのは大き

なものであります。そんなところは、私どものほ

うも重々十分に理解しておりますので、今の議員

のご提案について今後は研究したいと思っており

ます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） ぜひとも研究していた

だきたいというふうに思います。 

  特別養護老人ホームなんかは、本当に要介護度

３から５の方が対象になっていて、実際には入所

判定委員会なんかを開くと、本当に５の人しか入

れないですよね、正直言って。本当に今後、要介

護度３から５の方がふえてくるというのを考える

と、在宅で介護していて、例えばお嫁さんが介護

して、そのために仕事をやめなくちゃいけないと

か、そういったのがすごく今後またよりクローズ

アップされてくるかとは思うんです。家族介護は

すごく大変なので、その辺ひとつよくご検討のほ

どよろしくお願いします。 

  在宅介護の件で、介護保険のサービスの中で、

例えば通院介助というのがあって、これはドライ

バーさんつきのヘルパーさんと通院に行くんです

よね。家族の方が例えば一緒に行きたいという場

合は、介護保険上、車に乗っちゃいけないんです

よね。別にタクシーに乗って追いかけたり、自転

車で追いかけたりというようなことがあります。

これぜひお金かかることではないので、保険者で

何とかなるかわかりませんけれども、家族も同乗

できるように認めていただければ、もっと家族介

護している人に優しくなるんじゃないかなという

ふうに思うので、心にとめておいてもらえればと

いうふうに思います。 

  それでは、⑺について再質問していきます。 

  地域包括支援センターについてです。まず、基

幹型の包括の位置づけを改めてお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 基幹型の地域包括
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支援センターということで、第６期、今現在、今

年度までの計画の中に、設置についての記載がご

ざいます。これは地域包括ケアシステムの構築の

ために必要な取り組みということで、私どものほ

うは、圏域を10カ所に分けて、８カ所の地域包括

支援センターを委託によって展開しているところ

なんですけれども、その地域包括支援センターの

統括監督、指導及び連携調整をするという位置づ

けになってございます。一応実際のところは、平

成28年度に組織のほうで、高齢福祉課の中には３

つの係しか７年度までなかったのが、８年度にな

って高齢者福祉係を２つに分けて地域支援係とい

うものを組織させて、現在に至っているところで

ございます。 

  地域包括支援センターの基幹型と言える様態で

はないんですけれども、それに向けて組織の見直

しをしているというところで、この基幹型につき

ましては、ちょうど７期計画を今、策定中でござ

いますので、そちらのほうでも検討してまいりた

いと思います。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） 了解しました。 

  地域支援係で担っていただいているというのは

理解しております。 

  本当に各地域包括支援センター、８カ所、いろ

いろな課題、問題等いっぱいあって、それに相談

に乗ってもらったり、地域支援係の方に。地域支

援係の基幹型包括の方も、すごく大変じゃないか

なというふうに思うんですよね。このポジション

って専門的なやはり知識を有した方ではないと、

なかなかそこに配属するというのは難しいかと思

うんですね。 

  今後、皆さんやはり職員の方も年とってきたり、

あとは配置がえとかだったりするかと思うんです

けれども、そういった方をそういったポジション

につける資格とか勉強とか、そういうのをサポー

トしていくシステムというのは考えていますか、

お伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 直接組織にかかわ

ることになると、私のほうの範疇を超えてしまう

ところではあるんですけれども、今現在、専門職

の保健師が３人配置されて、事務職１名と、４人

体制で地域支援係のほうを事務を進めているとこ

ろなのですが、サポート体制というところでは、

みんなで情報の共有をしながら、いろいろな懸案、

課題に取り組んでいるところで、例えば年度ごと

に誰かが異動してもというところでは、残る者に

引き継いでいけるという状態にはなっていると考

えてございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） 了解しました。ぜひよ

ろしくお願いしたいと思います。 

  地域包括支援センターなんですけれども、先ほ

ど部長からもあったように、最初、もともとは10

カ所で、10の圏域で10カ所で始まって、２つ撤退

しちゃって、今８カ所で10の圏域をカバーしてい

ると。 

  住民基本台帳、29年４月１日現在のデータのと

ころから見て、各地域包括支援センターごとの独

居高齢者世帯数、高齢化率という表があるんです

けれども、10カ所見たときに、今、爆発的にふえ

ているというか、前から多かったのかもしれない

んですけれども、西那須野地区の西部地区という

のは物すごく多いんですよね、高齢者の方が。高

齢者人口は6,043人いるんですね。西那須野の東

部地区は4,511人。例えば鍋掛地区だと1,174人と
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か。地域包括支援センターの職員の人員配置とい

うのは、センターごとにまちまちかとは思うんで

すけれども、今後、やはり地域包括自体の業務体

制の見直しとか、あとは人員配置の検討が必要に

なってくるんじゃないかなというふうに思うんで

すが、見解をお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 本当に人口がどん

とふえている地域とかございまして、地域包括支

援センターの配置が国のほうの考えとしましては、

日常生活圏域ごとに置くというのがございまして、

その日常生活圏域ごとはどういうものかというと、

大体、中学校区単位が一般的に全国的に多いとこ

ろなのかなと。うちの市もちょうど中学校区単位

に定めてございまして、前々からずっと10圏域で

やって、法人さんのほうに委託でやっているとこ

ろが２カ所が撤退して、いろいろな理由で撤退し

たので、２つの法人さんに２カ所の圏域を持って

いただいているというところでご負担をかけてい

るところなんですけれども、圏域につきましては、

やはり実際、どういう方法、委託という方法で今

やってございますので、法人さんにどの程度ご理

解いただき進めていけるのかというところがござ

います。 

  人員配置につきましても、一応国の基準、先ほ

ど議員さんのほうでお示しいただいたように基準

がございまして、それはクリアしているんですけ

れども、実際問題、かなりの数の高齢者の方、そ

れも状態がどんどん重くなってきたり、認知症の

方とかどんどんふえてございますので、負担がど

んどんふえている中で、前々からの基準で果たし

て実際やっていけるんだろうかという問題もござ

います。そこら辺の問題と課題等は、例えば運営

協議会なんかでも圏域の見直しなんかしないんで

すかなんていうご質問なんかも受けたりもしてい

るところなのですが、それについては圏域の見直

しについては、ちょっとまだ検討中ということと、

それから人員配置につきましても、委託をお願い

している法人さんとの中で協議、検討しながら進

めていくようになるのかなと考えてございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） 了解しました。 

  地域包括支援センターの職員の皆さんは、使命

感を持ってやってくださっているので、いろいろ

大変かと思うんですけれども、ただ、やはりここ

何年か見てみますと、やらなきゃいけないことが

すごくふえてきちゃっていて、簡単に言うとです

ね。もうちょっとスリム化できるところはスリム

化して、違うところにお任せしてというふうにや

っていかないと、今後やはり地域包括ケアシステ

ムの核になってやってもらわなきゃならない方な

ので、パンクしちゃうんじゃないかなという心配

があるので質問させていただきました。 

  それでは、最後になりますけれども、2025年、

団塊の世代の方が75歳を迎えます。６期計画は、

団塊の世代の方が65歳のときに作成されたもので

あり、間もなく７期計画に引き継がれていきます。 

  今、部長からもあったようにパブリックコメン

トですね、11月21日から12月20日の間ですかね、

パブコメとっていくと思います。今まさに中身の

総仕上げにかかっているかというふうに思います。 

  介護者が不安に感じる介護として何が一番かと

いうと、認知症の方への対応というのがやはり一

番不安に思っていることだと思っております。 

  要介護認定を受けている方の約25％、４人に１

人が認知症の診断がついております。今後、認知

症の方を支援する社会資源をふやしていっていた

だき、認知症の早期診断を担う医療機関がふえて
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いかなくてはならないというふうに思っておりま

す。 

  また、何よりも介護の不安を軽減させるために

も、先ほどからも出ています認知症初期集中支援

チームを早期に設置していただいて、地域包括支

援センターによる早期支援、相談体制の充実がよ

りまとめられてくるというふうに思っております。 

  また、国が在宅介護にシフトしてきていますの

で、医療と介護のさらなる連携が求められてくる

かと思いますので、那須塩原市におきましては、

全ての市民の方が生まれ育ったこのまちで安心し

て暮らせるようご支援いただきたいというふうに

思います。これでこの質問を終わります。 

  続きまして、２、スポーツ施設整備について。 

  市民が生涯にわたり気軽にスポーツ、レクリエ

ーションに親しめるよう各種スポーツ施設の充実

に努めていかねばならないと思われ、またスポー

ツ施設整備計画が策定されていることから以下の

点についてお伺いいたします。 

  ⑴那須塩原市におけるスポーツ施設の現状と課

題をどのように捉えているのかお伺いします。 

  ⑵今後のスポーツ施設整備についてお伺いしま

す。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） ２のスポーツ施設整備に

ついて順次お答えをいたします。 

  初めに、⑴の那須塩原市におけるスポーツ施設

の現状と課題についてお答えいたします。 

  平成25年度に策定いたしましたスポーツ施設整

備計画に基づきまして、屋外施設の整備を中心に

行ってまいりました。主な整備事業は、くろいそ

運動場野球場の改築及びテニスコート12面の人工

芝化、青木サッカー場人工芝グラウンド１面の新

設。それから、三島体育センターテニスコート人

工芝４面の改修等になります。 

  課題といたしましては、施設の老朽化、体育館

等の耐震化、平成34年度開催の栃木国体開催に向

けた会場の整備が挙げられます。 

  次に、⑵の今後のスポーツ施設整備についてお

答えをいたします。 

  今後は、教育施設長寿命化計画との整合性を図

りつつ、国体開催に向けました会場の整備を中心

に進めてまいりたいと考えております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） 答弁ありがとうござい

ました。 

  スポーツ施設整備計画に基づいて屋外施設の整

備を中心に行ってきたということは理解しました。 

  整備事業の主なものとしては、野球場の改築、

あとはサッカー場の人工芝化ですね。あとはテニ

スコートは全部で16面ですか、くろいそと三島と、

人工芝化ですね。課題というのが施設の老朽化と

か耐震関係とかという、あとは栃木国体開催に向

けての施設整備ということで理解をいたしました。 

  そこで、⑴、⑵について一括して再質問させて

いただきます。 

  まず、屋外施設についてですが、現在、くろい

そ運動場に野球場を改築しており、完成後は国体

に向けてテニスコートを整備していくという予定

でよろしいかお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 現在、くろいそ運動場野

球場改築をしております。それが終わりましてか

ら、その脇になりますが、テニスコート８面を整

備する予定となっておりまして、会場には全部で
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20面ということで、国体の会場として提供してい

きたいというふうに思っております。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） 了解しました。 

  テニスコート８面増設して、全部で20面と。本

当にテニスの聖地というふうになるかと思います。

本当にうれしく思います。 

  国体開催に向けて、テニスの会場になるわけで

すけれども、駐車場がやはり心配されると思うん

ですね。駐車場はどのように考えているのかお伺

いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） くろいそ運動場野球場の

ところにテニスコートの８面を整備します。その

整備に合わせまして、100台程度の駐車場を整備

する予定となっております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） 同時に100台程度の駐

車場を整備ということで理解しました。100台で

は恐らく足りなくなってくるんじゃないかなとい

うふうには思うんですけれども。 

  そこで、隣に補助球場というのがありますけれ

ども、補助球場の位置づけと整備計画はあるかど

うかお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 補助球場につきましては、

現在、芝を張った状況のままでございます。 

  国体等が開催となりますと、先ほど申しました

ようにテニスコートに100台、それでは全然足り

ませんので、補助球場も臨時的に駐車場にすると

いう予定になると思います。それでもまだ足りま

せんので、関係機関の役所の関係する駐車場等を

利用しながら持っていきたいと思っておりまして、

現在、400ｍトラック内のグラウンドの人工芝が

整備になっているということで実施になっており

まして、あと今後は雨水対策と申しますか、あそ

こは雨の浸透がちょっと悪いということなもので

すから、雨水対策をまず最初に優先的にまずやっ

ていきたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） 雨水対策をしてという

ことで了解しました。人工芝じゃなくて、天然芝

ですよね、張ってあるのは。 

〔発言する人あり〕 

○１２番（大野恭男議員） 補助球場、国体のとき

には駐車場として利用ができるかと思うんですけ

れども、国体の駐車場というのを抜きにして、補

助球場は今後何か整備する計画があるかどうかお

伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 補助球場として今活用し

ておりますので、その補助球場として運用してい

きたいというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） わかりました。 

  今、本球場を改築していて、非常に立派な球場

で、例えば補助球場、あそこで野球をやるという

のは、硬式野球は無理なんですけれども、例えば

ソフトボールで使ったりしたときに、横のネット

とか、もうちょっと上げてもらったりとかという

ふうにしていただけると、本当にもっと使い勝手

がよくて、そこの補助球場を使って、もちろん本

球場も野球のためにだけじゃないので、例えばソ

フトボールの準決勝、決勝をやるとか、そういっ
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たちょっと幅が広がっていくと思うので、ぜひ補

助球場のほうまで目をつけていただければという

ふうに思います。 

  本当に先ほど申しましたように、栃木国体にお

いては、くろいそ運動場のテニスコートというの

は会場になって、20面、本当に想像しただけでわ

くわくする、テニスの聖地として非常に期待して

おります。 

  続きまして、今度は屋内施設についてお伺いし

ていきたいんですけれども、東京オリンピック・

パラリンピックの事前キャンプ地に登録されてお

りまして、また栃木国体も控えていることから、

本市の屋内施設には、課題にもあったように、大

分古くなって、老朽化とか耐震の問題等がやはり

懸念されてくるかと思うんですけれども、体育館

等の耐震の診断の状況とバリアフリー化について

お伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 耐震化につきましては、

本年、くろいそ運動場の体育館ですか、それの耐

震化の診断を実施しております。診断結果に基づ

きまして、修繕が必要な際には、来年度対応して

いきたいというふうに考えております。 

  三島体育センターの体育館とか武道館等もござ

いますが、これにつきましては次年度以降、耐震

化の診断をする予定となってございます。 

  バリアフリー化ということでございますが、玄

関とかスロープ、そういう障害者用のトイレの整

備がされている西那須野運動公園、体育館をメー

ンに利用していただきたいというふうに思ってお

ります。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） 理解しました。 

  くろいそ運動場の体育館に関しては、昭和51年

ですかね、もう41歳なんですよね。結構古いと思

います。お金がかかることですから、その辺十分

認識しております。やはり耐震はしっかりやって、

計画的に進めていっていただきたいというふうに

思います。 

  栃木国体では、本市においては５競技行われま

す。その後、国体終了後に、第22回全国障害者ス

ポーツ大会というのが行われるかと思います。本

市は、その競技の誘致を行っていく考えがあるの

かお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 本市の誘致の考え

はあるかということなんですけれども、うちのほ

うでも誘致をしたいと考えておるところでござい

ます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） 個人、団体で多分13競

技実施されるかと思うんですよ。何か該当するも

のがあれば、ぜひ誘致していただきたいというふ

うに思います。よろしくお願いします。 

  国体に関してですけれども、やはり事前に国体

の受け入れをスムーズに行っていくためには、例

えば平成30年は福井県でやって、31年は茨城、32

年が鹿児島、33年、三重、34年が栃木になります。 

  事前にやはり視察に行っておいたほうがよろし

いかと思うんですけれども、その辺お伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 視察の件でございますが、

スポーツ振興課の職員が今年度も２班に分かれて

視察に行っております。そういう状況でございま

す。 
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○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） 了解しました。 

  最後になりますけれども、昨日、櫻田議員から

もありましたが、共英小学校、厚崎中学校ですね、

これは大田原ボーイズに所属していて、白鷗足利

出身の北浦選手が北海道日本ハムファイターズに

ドラフト５位で指名されて入団されました。 

  この北浦選手が、本当に補助球場で小さいとき

練習してというふうにお伺いしています。今回、

本当にくろいそ運動場野球場も改築ということで、

何か縁があったのかなというような感じもします。 

  本市には、今回、プロ野球選手、メード・イ

ン・那須塩原市で北浦選手が出て、あとはソフト

ボールでいうと、北京オリンピック金メダリスト

の坂井選手がいて、乗馬でいえば、世界大会でも

活躍されている広田さんとか、たくさん有名な方

がいらっしゃいます。 

  子どもたちが超一流の選手と触れ合うというこ

とは、すごく今後目指していく志というか夢とい

うか、そういったものを持てるかと思うので、何

か機会があったら、ぜひお話を聞ける機会とか設

けていただければというふうに思います。 

  身近なところで言うと、本市で小学校、中学校

におきましては、運動がすごく盛んで、例えばソ

フトボールに関して言えば、小学校では春の県大

会では関谷ソフトボールクラブが優勝して、準優

勝は東・槻沢・三島の連合チームが準優勝と、ワ

ンツーだったんですね。夏の大会では、関谷ソフ

トボールクラブが優勝したと。秋の新人戦におい

ては、小学生は豊浦小学校が準優勝と。中学生に

おいては、やはり那須地区というのはすごく強豪

校がそろっていまして、秋の県大会、新人戦にお

いては、日新中学校が優勝して、来年３月に第28

回関東中学生選抜ソフトボール大会が３月17、18

日と地元の那須塩原市で開催されます。男子の大

会は、恐らく高柳のグラウンドを使って、女子の

大会は三島体育センターを恐らく使用するかと思

います。 

  いろいろな意味で、いろいろお世話になるかと

思いますので、ぜひバックアップできるところは、

バックアップしていただきたいというふうに思い

まして、この質問を終わります。 

  ３、交通事故防止について。 

  高齢者や認知症高齢者による交通事故は、全国

的にも交通事故件数が右肩上がりになっている状

況です。対策の１つとして、運転免許証の自主返

納が進められてきており、自主返納者への支援が

那須塩原市においては、７月18日より行われてい

ることから、以下の点についてお伺いします。 

  ⑴那須塩原警察署管内における事故件数、高齢

者の事故件数（認知症高齢者含む）などを把握し

ていればお伺いします。 

  ⑵運転免許証自主返納者の現状と今後の取り組

みを伺います。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） それでは、３の交通

事故防止について順次お答えをいたします。 

  初めに、⑴の那須塩原警察署管内における交通

事故件数でありますが、平成28年度は総件数が

371件で、そのうち65歳以上の高齢者が関与する

件数は134件となっております。また、平成29年

度９月末現在では、総件数が225件で、そのうち

高齢者が82件という状況であります。 

  次に、⑵の運転免許証自主返納者の現状と今後

の取り組みについてお答えいたします。 

  運転免許証を自主返納される方は年々ふえてお

りまして、那須塩原警察署管内において、平成24

年には93人であったものが平成28年には251人、
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５年間で約３倍近い返納者数となっておりまして、

ことしにつきましては、既に10月末現在で325人

を数えていると那須塩原警察署から伺っておりま

す。 

  本市におきましては、運転に不安のある市民の

運転免許証の自主的な返納を支援するため、７月

からゆ～バス、予約ワゴンバスを初め、市内の路

線バス及び市内のタクシーを利用できる共通乗車

券を交付しておりまして、交付者数は10月末まで

に全体で58人、そのうち高齢者が56人となってお

ります。 

  今後につきましても、交通事故の削減に向けて、

少しでも自主返納の後押しとなりますようＰＲに

努めながら、運転免許証自主返納者支援事業を継

続してまいりたいと考えております。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） それでは、再質問させ

ていただきます。 

  ⑴番についてです。高齢者の事故の原因は把握

しているのかお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） 栃木県警の資料であ

りますが、那須塩原警察署管内、高齢者事故の原

因として一番多いのは、ハンドル操作の誤りによ

る事故、これが一番多いという結果になっており

ます。２番目としては、脇見運転等による前方不

注意による事故。３番として、一時不停止による

事故。そういうようなデータが載っております。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） 了解いたしました。 

  それでは、続きまして、⑵について再質問させ

ていただきます。 

  自主返納された方の理由は何か把握していれば

お伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） これも警察署に伺っ

たところのデータになりますけれども、一番多い

のは、やはり身体的機能が低下、これを自覚した

ためというのが一番多うございます。それから、

家族に返納を勧められたが２番目でありまして、

車自体必要がなくなったからという方も中にはい

らっしゃったと、このような理由というふうに聞

いております。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） 了解しました。身体機

能の低下とか、理由はわかりました。 

  有効期限が発行された日から１年間の共通乗車

券が自主返納者の方に交付されていますが、例え

ば70歳以上の方が、交付要件はありますが、高齢

者外出支援タクシー券をいただいております。せ

めて、例えば68歳の方でしたら、70歳までの２年

間とかというふうには考えられないですか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） ７月から実施いたし

ましたこの運転免許証の自主返納支援事業でござ

いますが、この事業の目的としては、ご自身が運

転に不安を感じていて、免許証を返したい、ある

いは迷っているという方を後押しする、そういう

制度でございまして、ひいては、交通事故をなく

していくと、そういう目的でございます。 

  その中で、返した後の外出する方法として、こ

の共通乗車券を使っていただいて、自分なりのお

出かけのネットワークといいますか、ルートを探

していただくと。それを１年間の中でやっていた

だくという思いを込めまして、この事業を始めた

わけでございます。 

  制度設計に当たっては、３年とか５年という、
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そういう検討もしたわけでございますが、ただ、

もともと運転免許証を持っていない方もかなりい

らっしゃいまして、そういう意味で言うと、やは

り公平性という観点から言うと、そういうところ

を見て、やはり１年が妥当ではないかというとこ

ろで設定させていただいたということでご了承い

ただきたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） おおむね了解しました。

公平性を考えたときにということで理解しました。 

  次に、栃木県のタクシー協会や栃木県個人タク

シー協会で自主返納者に対して独自に利用料金の

１割を割り引きしている支援事業がございます。

運転経歴証明書を乗車時に提示すれば該当します。

この事業と併用して、この共通乗車券は使えるの

かお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） 結論から申し上げま

すと、併用はできます。例えばタクシーを利用し

て1,000円かかったとすれば、県のタクシー協会

の１割補助がございますので、900円になります。

その900円のうちから、この共通乗車券を使って

乗っていただくと、そういう仕組みになっており

ます。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） 了解しました。この辺

のいろいろ周知していただければというふうに思

います。 

  今後、返納していただける方はいいんですけれ

ども、なかなか返納していただけない方、運転は

無理だろうという方がやはり問題になってくるん

だと思うんですけれども、こういった方に対して

の対応は、今後、警察とかと連携していくのかお

伺いしておきたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（山田 隆） この自主返納に関し

ましては、危なっかしい運転をしているんだけれ

ども、家族が勧めても、なかなか本人が返さない、

言うことを聞かない。こういう相談が警察の方に

伺いますと、一番多い、実は相談だそうです。な

かなか自分ではちゃんとしっかりしているという

プライドがありますし、もう一つは、車を返した

後に、そのかわりの足として、例えばさっき申し

ました公共交通であるとか、あるいは家族に乗っ

かっていくという方法が考えられますけれども、

どうしても車に比べれば不便だというところで、

なかなか進まないというところが現状だというふ

うに伺っております。 

  ただ、警察としても、重大な事故につながるお

それがあるというところで言うと、どんどんそう

いう人は警察に相談してくれと。状況によっては、

例えば深刻な場合もありますので、場合によって

は、家族と一緒に説得をしますよと、そういうス

タンスを警察は言っております。この問題に関し

ては、直接の対応に関しては、警察のほうにお任

せという形だと思います。 

  市としては、ちょっと間接的にはなりますけれ

ども、高齢者向けの交通安全教室等を警察と連携

して、ちょっとＰＲのほうに努めてまいりたいと

いうふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） よろしくお願いしたい

と思います。 

  最後に、いろいろな意味で、この共通乗車券に

ついて、市民の方にどのように周知していくのか

お伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 
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○生活環境部長（山田 隆） この事業を７月から

実施したということで、これまでもホームページ

とか広報でもちろんやってきたわけでございます

が、なかなかまだ日が浅いということで浸透して

いないところがありますので、今後、折に触れて、

できるだけＰＲを進めて、なるたけ多くの人に自

主返納していただくような形で進めてまいりたい

というふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） よろしくお願いしたい

と思います。 

  時間がありませんので、次にいきたいと思いま

す。 

  ４、企業版ふるさと納税について。 

  自治体の地域活性化策に寄附した企業の税負担

を軽くする「企業版ふるさと納税」の対象事業と

して３府県、28市町村（21道府県）の計31件を認

定したと11月７日、内閣府が発表されました。那

須塩原市におきましては「体験型スポーツを活用

したまちづくりプロジェクト」が認定されたこと

から以下の点についてお伺いします。 

  ⑴「企業版ふるさと納税」の概要について、ま

た市の役割について伺います。 

  ⑵「体験型スポーツを活用したまちづくりプロ

ジェクト」とは具体的にどのようなことを行って

いくのかお伺いします。 

  ⑶この制度を活用することによってどのくらい

の効果が見込まれるのかお伺いします。 

  ⑷企業側にどのように周知していくのかお伺い

します。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 大野恭男議員の企業版ふるさ

と納税についてのご質問に順次お答えを申し上げ

ます。 

  初めに、⑴の「企業版ふるさと納税」の概要と

市の役割についてお答えをいたします。 

  一般に企業が地方公共団体に寄附をした場合に

は、寄附金額の約３割が税の軽減となりますが、

企業版ふるさと納税を活用した場合には、さらに

税額控除を受けることができ、トータルで寄附金

額の約６割が税の軽減となります。 

  企業版ふるさと納税は、正式には地方創生応援

税制と呼ばれておりまして、市といたしましては、

企業側の思いを踏まえた施策を立案し、国の認定

を受け、事業を実施するという役割がございます。 

  次に、⑵の「体験型スポーツを活用したまちづ

くりプロジェクト」の内容についてお答えをいた

します。 

  今回、国の認定を受けた内容については、地域

住民にも観光客にも、魅力的であるようなスポー

ツ健康増進施設の誘致に向けた調査、観光施設と

しての整備をしながらも、利用者数が低迷してい

る既存施設の有効活用についての調査及び体験型

スポーツレジャーが集積した地域としてのブラン

ディングに関する研究など、実現可能性調査を実

施し、その調査結果に基づいた事業誘致等を展開

する予定であります。 

  次に、⑶のこの制度を活用することによってど

のくらいの効果が見込まれるかについてお答えを

いたします。 

  まず、市といたしましては、企業からの寄附金

という新たな財源の確保により、新たなテーマの

まちづくりを展開することが可能となります。ま

た、寄附企業にとりましては、⑴でお答えをしま

したとおり、寄附金額の約６割の税の軽減が見込

まれるところであります。 

  最後に、⑷の企業側への周知についてお答えを

いたします。 
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  企業版ふるさと納税は、税の軽減があるとはい

え、寄附企業において寄附金額の約４割の負担を

いただくことになってまいります。このことから、

市が実施したい事業が、これありきではなく、寄

附企業側の意向や事情を踏まえた施策立案が欠か

せないと考えております。 

  今回、国の認定を受けました県は、外部専門家

招聘事業によるアドバイザーから企業の紹介を経

て、実現に至りました。今後もこのような人的ネ

ットワークを活用しながら、さらなる応援企業の

獲得に向けて努めてまいりたいと考えております。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） ご答弁ありがとうござ

いました。 

  それでは、⑴番について再質問させていただき

ます。 

  企業版ふるさと納税の対象事業というのは、ど

のようなものがあるのかお伺いしたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 対象事業についてのお尋

ねということでございます。企業版ふるさと納税

につきましては、地方公共団体が行う地方創生に

資する事業が対象になるということでございます。 

  具体的に少し申し上げますと、地域の産業振興、

観光の振興などの仕事の創生に関するもの。あと

は移住定住促進などの地方への人の流れに関する

もの。さらには、コンパクトシティなどのまちづ

くりや働き方改革に関するものなどがあるという

ことでございます。 

  今回、本市が国の認定を受けました事業は、事

業分野がしごと創生で、事業区分が産業の振興と

いうことになっているということでございます。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） 了解いたしました。 

  それでは、時間がないので、⑵番について再質

問させていただきます。 

  観光施設として整備しながらも、利用者数が低

迷している既存施設ということでご答弁ありまし

たが、どのような施設があるのかお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） どのような施設を想定し

ているかということでございますが、まず箱の森

プレイパークを考えているということでございま

す。こちらの施設につきましては、年間にかかる

ランニングコストが6,000万円、そして利用者が

何人いらっしゃるかというと、8,000人の方が利

用いただいていると。単純に１人でランニングコ

ストを割り返しますと7,300円になっているとい

うような実態がございます。 

  一方、この施設は、アスレチック施設があった

りとか、バーベキュー施設、あるいは温泉施設、

宿泊施設等々があるということで、やはり大きな

可能性を秘めている施設なのかなというふうに思

っております。 

  これ以外の観光施設におきましても、有効活用

が考えられるものについては、調査の対象にして

まいりたいというふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） ぜひこの制度を利用し

て再建できれば、本当にすばらしいことだと思い

ます。了解しました。 

  この事業を行っていく上で、この事業の評価や

内容の検討というのは、今後どのように行ってい

くのか。また、評価の公表の方法はどのように考

えているのかお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） 事業評価とその公表につ
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いてのお尋ねだと思います。 

  まず、事業評価につきましては、国の認定を受

ける際に計画を提出しておりますが、その計画の

中でＫＰＩといったような業績評価指標といった

ものを２つ設定しております。まず、１つ目は、

体験型スポーツ事業を行う新規事業者の誘致数。

そして、２つ目は、そこに就労する新規の就労者

数。この２つをＫＰＩとして設定しているという

ことでございますので、これらの達成状況につき

まして庁議の場で報告をして、検証してまいりた

いというふうに考えております。 

  検証結果の公表につきましては、ホームページ

等を活用して、皆さんに広く公表してまいりたい

というふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） 答弁ありがとうござい

ました。了解しました。 

  ⑶番については、企業から寄附金という財源確

保ができて、新たなテーマのまちづくりができる

ということで理解しました。 

  それでは、⑷について再質問させていただきま

す。 

  今後、相手企業もあるから結構難しいかとは思

うんですけれども、ほかの事業についても積極的

に取り組んでいくのかお伺いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（藤田輝夫） この企業版ふるさと納税

につきましては、やはり市がやりたいと思ってい

るまちづくりに対して企業側から財源をいただけ

るということで、我々にとっては非常に魅力的な

制度だというふうに思っております。 

  そんなことからいたしまして、先ほど市長がお

答えしたとおり、本市にゆかりのある方々のパイ

プを積極的に活用したり、あるいは本市に本社が

ないというのが一つの納税の条件になりますので、

本社がなくて立地している大きな企業等に対して、

我々がアプローチするなどしながら、積極的に

我々もこの取り組みに取り組むことによって、１

社でも納税をいただけるような企業といったもの

の獲得に努めてまいれればなというふうに思って

います。 

○議長（君島一郎議員） 12番、大野恭男議員。 

○１２番（大野恭男議員） 了解しました。 

  那須塩原市出身の市外の企業で活躍されている

方とか、幅広く当たってみるのも、やはり部長言

われたように一つだと思います。 

  例えば企業向けのチラシをつくったり、ホーム

ページに載せたりして、広く周知していただきた

いというふうに思います。 

  最後になりますけれども、企業版ふるさと納税

については、本市においてはこれから始まる事業

であります。企業側にとっては約６割の税が軽減

されますが、寄附額の４割ご負担いただくという

ことになります。市が実施したい事業と企業側の

意向が合致しないと、なかなかうまくいかないと

いうふうには思っております。 

  ご答弁の中にもありましたように、本当に自前

で営業することというのは大切なことなんですけ

れども、限界があるかと思いますので、外部専門

家招聘事業によるアドバイザーから企業を今後も

いろいろご紹介いただいて、那須塩原市を応援し

ていただける企業の獲得に努めていただきたいと

いうふうに思います。 

  以上で私の一般質問を終わります。 

○議長（君島一郎議員） 以上で12番、大野恭男議

員の市政一般質問は終了いたしました。 

  ここで10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ２時５９分 
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再開 午後 ３時０８分 

 

○議長（君島一郎議員） 休憩前に引き続き会議を

開きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎発言の訂正 

○議長（君島一郎議員） ここで、教育部長から発

言があります。 

  教育部長。 

○教育部長（稲見一志） 先ほど大野議員にくろい

そ運動場野球場、補助球場、そちらのほうで芝を

張ったということと、今後、調整、雨水対策です

か、そちらを優先にやるということで、整備計画

の中には、実は本来はバックネット２面の整備と

か、審判の記録のものをつくるとか、そういうも

のももろもろのってはございます。 

  ただ、補助球場でございまして、今、野球場の

本球場のほうを改築等やっておりまして、整備計

画にはのっておりますので、今後いろいろと検討

してまいりたいというふうに思っておりますので、

計画にはのっているということでよろしくお願い

したいと思います。ありがとうございました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 星 野 健 二 議員 

○議長（君島一郎議員） 次に、４番、星野健二議

員。 

○４番（星野健二議員） 議席番号４番、公明クラ

ブ、星野健二です。 

  本日最後になります。皆様大変にお疲れかと思

いますけれども、どうぞよろしくお願いをいたし

ます。 

  それでは、通告に従いまして一般質問を行いま

す。 

  １、高齢者雇用の推進について。 

  厚生労働省の調査によると、2016年の日本人平

均寿命は、男性で80.98歳、女性で87.14歳と過去

最高を更新しました。男女とも香港に次いで世界

第２位になり、今後とも伸び続けるであろうと予

想されております。 

  民間企業では、平成25年から希望者全員を65歳

まで雇用をする制度の導入が事業主に義務づけら

れ、定年年齢を65歳以上まで引き上げること、希

望者全員を対象とする継続雇用制度を導入するこ

と、定年の定めを廃止することのいずれかの対応

が求められることになりました。 

  公務員についても、政府が2019年度から段階的

に65歳まで引き上げる検討に入ったと報道されて

います。徐々にではありますが定年廃止を決めた

企業も出始めています。 

  内閣府の調査でも、働いている60歳の人の８割

が70歳以上まで働きたいとの結果も出ています。

少子高齢化の急速な進展により、生産年齢人口が

減少し、これに伴い将来労働力人口も減少するこ

とが見込まれる中、本市としても高齢者が意欲に

応じて働き続けられる環境を整える必要があると

思われることから、以下のことについてお伺いを

いたします。 

  ⑴本市の高齢者の雇用の状況はどのようになっ

ているのかお伺いいたします。 

  ⑵本市にある企業の定年制度の概況をお伺いし

ます。 

  ⑶「高年齢者雇用安定助成金」制度の平成28年

度までの利用状況をお伺いします。 

  ⑷シルバー人材センターの過去５年間の会員数

の推移と平均年齢及び主な仕事の内容をお伺いし
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ます。 

  ⑸高齢者の雇用対策の一つとして、能力や経験

を生かせるシニア専門人材バンクを新たに創設さ

れてはどうかをお伺いいたします。 

  以上、１回目の質問とさせていただきます。 

○議長（君島一郎議員） ４番、星野健二議員の質

問に対し答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 星野健二議員の高齢者雇用の

推進について順次お答えを申し上げます。 

  なお、⑴から⑶までにつきましては、栃木労働

局等の関係機関に確認をいたしましたところ、市

町村単位の公表データがないということから、栃

木県の状況についてお答えをさせていただきます。 

  初めに、⑴の高齢者雇用の状況についてお答え

をいたします。 

  国勢調査の結果によりますと、60歳以上の雇用

されている人は、平成27年には13万4,898人とな

っております。 

  次に、⑵の企業の定年制度の概況についてお答

えをいたします。 

  従業員31人以上の企業の高年齢者雇用確保措置

の実施状況をまとめました平成29年高年齢者の雇

用状況によりますと、継続雇用制度の導入や定年

制の引き上げ等の雇用確保措置導入企業の割合は

100％ということだそうでございます。 

  希望者全員が65歳以上まで働ける企業割合は

78.3％、70歳以上まで働ける企業割合は21.9％と

なっております。 

  次に、⑶の「高年齢者雇用安定助成金」制度の

28年度までの利用状況についてお答えをいたしま

す。 

  助成金の創設をされました平成25年度から平成

28年度までの利用件数は33件、助成金額は4,484

万8,000円となっております。 

  次に、⑷のシルバー人材センターの過去５年間

の会員数の推移と平均年齢及び主な仕事について

お答えをいたします。 

  平成24年度は、会員数837人、平均年齢が69.8

歳。平成25年度は、会員数798人、平均年齢が

70.2歳。平成26年度は、会員数773人、平均年齢

70.7歳。平成27年度は、会員数757人、平均年齢

が71.1歳。平成28年度は、会員数769人、平均年

齢71.7歳との報告を受けているところであります。 

  過去５年間の主な仕事の内容につきましても、

受託件数が多いものといたしましては、草刈り、

除草、屋外・屋内清掃等の一般作業が最も多い状

況にございました。次いで、植木の剪定、伐採、

ふすま、障子、畳がえ等の技能を有する作業と、

こういった報告を受けております。 

  最後に、⑸の高齢者の雇用対策の一つとして、

能力や経験を生かせるシニア専門人材バンクを新

たに創設をされてはどうかについてお答えをいた

します。 

  人材バンクの創設については、人材の確保や企

業等とのマッチングの観点、先進事例からも、市

町村単位ではなく、広域的な仕組みづくりを進め

ることで、効果や効率性の向上につながるものと

考えておりますので、今後、栃木労働局等との関

係機関との意見、情報の交換を行ってまいりたい

と考えております。 

○議長（君島一郎議員） ４番、星野健二議員。 

○４番（星野健二議員） 大変にありがとうござい

ました。 

  それでは、⑴から⑶まで関連しておりますので、

一括して再質問をさせていただきたいと思います。 

  初めに、少子高齢化が急速に進展し、団塊世代

が定年退職を迎える中で、高齢者ニーズに合った

多様な職業機会をどう確保するか。当面の企業経

営においても、人口減少に伴う労働力不足という
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視点からも重要な課題です。 

  答弁にもありましたが、高齢者の雇用確保措置

法の導入が事業主に義務づけられています。 

  内閣府調査によると、働いている60歳以上の４

割が働けるうちはいつまでもと答え、70歳ぐらい

までですと、それ以上まで働く意欲を示した回答

も含めると、約８割に上ったと結果が出ました。 

  本市における高齢者の就労の基本的な考え方を

お伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 高齢者の就労の基本

的な考え方ということですが、本市におけるとい

うか、本市の考えということになるかどうかはわ

かりませんが、高齢者が働けるうちはいつまでも

元気に働けるという意向に沿ったものが基本であ

ると考えておりますし、そうしたことが就業機会、

それから企業側が求める人材の確保というふうな

観点だけではなく、高齢者自身のためにも、さま

ざまな効果が出てくるのではないかというふうに

考えております。 

○議長（君島一郎議員） ４番、星野健二議員。 

○４番（星野健二議員） ありがとうございます。 

  私が話したとおり、高齢者に対しての優しいご

意見というか、今後、再質問していく中でも、い

い答弁があるのかなと期待をしております。 

  私、最近思うんですが、よく高齢者の方に年齢

を聞くと、本当に年齢を聞いてびっくりするぐら

い若々しくて元気で、むしろ自分のほうが逆に年

をとっているのかなという考え方も、感覚も本当

に若い、本当に若い高齢者が最近は多くふえてき

ているなとは実感しております。本当に人生100

年時代というのが、まさに遠い先ではなくて、身

近に来ているんだなということをしみじみと感じ

るところではあります。 

  それに続きまして、本市を直轄しますハローワ

ーク大田原、黒磯、近年の有効求人倍率を見ます

と1.07倍を超えています。また、求人者数と求職

者数については、両ハローワークの平成28年度の

状況を見ますと、55歳以上の求職者が25％前後と

なっており、多くの方々は雇用の場を求めている

と考えている。 

  そこで、本市の職業別求人者の状況をお伺いい

たします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 求人者の状況という

ことでございますが、本市においては、ハローワ

ークが議員のご質問にもありましたように、大田

原と黒磯、両所に分かれております。それぞれ申

し上げますと、まずハローワーク黒磯管内ですと、

職種別で最も求人数の多いのがサービス職、次い

で専門技術職、次に建設職、次が販売・営業職と

いうような状況でございます。 

  ハローワーク大田原では、最も多い求人が出て

おりますのが専門技術職、次にサービス職、さら

に技能工、製造工、４番目が建設職というような

状況になっております。 

○議長（君島一郎議員） ４番、星野健二議員。 

○４番（星野健二議員） それでは、高齢者の職業

別求職者数の状況をお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 同様にハローワーク

両所の数字でございますが、こちら統計で公表さ

れている資料が高齢者という区分ではなく、年齢

で55歳以上という区分になっておりますので、そ

の数字で申し上げたいと思います。 

  初めに、黒磯管内でございますが、最も求職者

が多いのは労務職、次に技能工、製造工、さらに
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３番目に事務職、４番目が専門技術職という順番

になっております。 

  大田原管内におきましては、最も求職者が多い

のは技能工、製造工、２番目が労務職、３番目が

専門技術職、４番目が事務職というような順番で

ございます。 

○議長（君島一郎議員） ４番、星野健二議員。 

○４番（星野健二議員） 承知いたしました。 

  ちょっとデータを聞かせていただいたのは、実

はことしの27日、相馬議員の質問に市長が答弁を

しているときのことなんですが、市長は月に大体

１社から２社の企業回りを行っていると。本市の

企業の問題点としては、人手不足に対して、ハロ

ーワークに求人を出していても、なかなか来てく

れないんだということをおっしゃっておりました。

その理由は何であるかをお伺いいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） なかなか求人を出し

ても人材が確保できないというお話を企業から伺

っているという内容ですが、全体に特にこの件に

関しましては、高齢者というふうに限ったことで

はございませんが、やはり最も大きな要因として

は、先ほど数字で申し上げましたように、求人側

の求める人材と職を求める側、求職者側の希望す

る内容とのミスマッチが最も大きな要因であると

いうふうに考えております。 

○議長（君島一郎議員） ４番、星野健二議員。 

○４番（星野健二議員） それでは、その企業回り

をしたとき、いろいろなもろもろのお話をすると

思うんですが、当然先ほどのお話のように、雇用

の問題等も話し合っているとは思うんですね。そ

の際、例えば高齢者の雇用については話があった

のかお伺いをいたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 実際に企業さんを訪

問させていただく中で、全てのところで高齢者雇

用についてということが毎回議題になるというこ

とではございませんが、お話をしている中で、あ

る企業さんは、うちはこういった制度ができる前

からもう既に延長して働いていただいていますし、

現在も定年の年齢を定めることなく、元気なうち

はずっと働いていただいている。こちらは製造業

の業種でありましたが、そういった企業さんも本

市の中にはございますし、制度できっちりとやり

ながらも、実際に延長、先ほどの答弁にもありま

したように、制度をきちんと整備して、希望者全

員、希望する方には残っていただいていますとい

うようなお話はいただいております。 

○議長（君島一郎議員） ４番、星野健二議員。 

○４番（星野健二議員） わかりました。実際に高

齢者を使うというのは、現実的にはなかなか難し

いのは確かに私も承知をしております。 

  また、今回、先ほどの答弁の中で、例えば県の

データしかないということで、本市の本当に細か

いデータがまだないということでありますけれど

も、最近では市内のスーパーやコンビニとか量販

センターでは、本当に働く高齢者がふえているの

も見受けられると思います。 

  高齢者の働けるうちはいつまでもとの就労意欲

も高まり、また市長が企業訪問による高齢者雇用

に対する本市のある企業の状況からも、高齢者雇

用が進む中で、その対策の一つとして、本市とし

ても雇用状況を把握しておくことは大切だと思い

ますけれども、いかがでしょうか。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 本市といたしまして

も、状況を把握するということは大切だというふ
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うに考えております。 

  先ほどハローワークが２つにまたがっておりま

すので、那須塩原市だけというふうなことにはな

かなかいかないというお話も申し上げましたが、

ハローワークさんといろいろなお話をさせていた

だいて、今、本市では、できるものは両ハローワ

ークさんのデータを合わせて、その中から本市分

を抜き出したデータなんかもいただくような協議

も進め、実際にものによってはいただけるところ

まで来たと。 

  さらに、本市では、県内では初めてだったわけ

ですが、雇用対策協定なんかも栃木労働局とも結

ばせていただき、定期的な意見、情報の交換なん

かも行っておりますので、引き続き状況の把握に

は努めてまいりたいと考えております。 

○議長（君島一郎議員） ４番、星野健二議員。 

○４番（星野健二議員） わかりました。よろしく

今後とも連携をとっていただきまして、細やかな

データで市の状況を分析していただきまして、高

齢者に対しての状況を把握していただきたいと思

っております。 

  それでは、続きまして、⑷について再質問させ

ていただきます。 

  シルバー人材センターの会員数の推移を聞いた

ところですが、余り変化がないと。これは答弁に

もあったように、単純な軽作業が多く、また就労

時間も短く、雇用自体にも余り魅力を感じられな

いのが原因だと私は思っております。 

  厚生労働省は、平成28年にシルバー人材センタ

ーの事業拡大に係る特別措置法を発表いたしまし

た。これまで週20時間の就労を派遣、事業紹介に

限り、週40時間としました。このことは、市町村

ごとに業種を指定することが可能とされておりま

すが、本市としては、このような事業に対してで

すけれども、どうなっているのかをお伺いいたし

ます。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  保健福祉部長。 

○保健福祉部長（塩水香代子） 厚生労働省の特別

措置の関係でございますが、一応シルバー人材セ

ンターは、私ども理事会の理事にメンバーとして

入っている職員がございますので、いろいろな情

報は入ってくる立場にございます。 

  それで、私も高齢者のほうがうちの部にござい

ますので、高齢者のニーズ、先ほど最初のころ議

員が述べられたように、今の高齢者は、年齢65歳

からということでいっても、心身の状況というの

はすごいさまざまでございますし、その生き方と

かニーズもいろいろでございますので、それにこ

たえていくのが市の役割なのかなと思っておりま

す。 

  そんな中で、やはりニーズとして、まだまだ働

きたいという現状があるということであれば、う

ちのほうもそれを単に雇用のほうの対策だという

ふうに捉えないで、一度は保健福祉サイドでもそ

のニーズを把握する。それでどう対応していくか

というのを考える立場にあるのかなと思っており

ます。 

  そんなところから、一応シルバー人材センター

のほうに情報を得る機会がございますので、特別

措置ですか、それについてちょっとシルバーのほ

うに確認を入れたところ、ちょうど制度としては、

単に単位のシルバー人材をやるよということには

うまくいかなくて、やはり県の指定とかが必要に

なってくるよと、制度上、これはもう公表されて

いることなので、そういう状況にある制度である

ということです。 

  私どものほうのシルバーのほうに情報を確認し

ましたところ、ちょうど今月、県のシルバー人材

連合会、正式名称はちょっとあれなんですけれど
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も、県の単位のセンターがあって、県の連合会が

あるんですけれども、連合会の方で栃木県知事の

ほうに要望書を出しましたよと、そういう情報は

得てございます。 

  そうしますと、この制度自体が、もし県のほう

でこれを指定しようかなというときには、関係機

関等々の意見を聴取するということになってござ

いますので、その中には市のほうの意見聴取とい

うのもございますので、私どものほうも、そうい

った高齢者のニーズ、実態等々を踏まえ、この要

望のほうがどうなっているかわかりませんが、そ

のときには高齢福祉を進めるサイドから等々、市

の立場として意見等を述べていく必要になるのか

なと思ってございます。 

  以上です。 

○議長（君島一郎議員） ４番、星野健二議員。 

○４番（星野健二議員） ありがとうございます。 

  この制度は28年に始まった制度でありますけれ

ども、１年ということで、早く事業を進めるとい

う意味で、今、答弁をいただきまして、すごく早

いなというふうに実感いたしました。 

  参考までなんですけれども、全国でやっている

制度ですね、この制度を使ってなんですが、例え

ば関西なんかは、基盤の某大手さんのスーパーの

ほぼ全店舗に、複数のシルバー人材センター連合

から会員を派遣して、早期等の対応がなされて、

そして社員の負荷軽減、向上等に寄与していると

いうような例もありますし、また北九州市ですけ

れども、離れて暮らす両親を訪問して、家事サポ

ートや話し相手などを行って、親孝行代行サービ

スというのを実施しているそうです。これは実際、

ふるさと納税の返礼品としても活用されていると

いうような例が全国でも展開しているそうでござ

います。今後とも、那須塩原市に合うようないい

ような事業を進めていただければと思いますので、

よくお願いをしたいなと思います。 

  続きまして、最後、⑸番ですけれども、⑸番に

つきまして再質問をさせていただきたいと思いま

す。 

  先ほどは、人材バンクということで創設につい

て提案させていただきましたけれども、実際人材

の確保や企業のマッチング等ですね、そういうこ

とを考えると、なかなか市町村で行っていくとい

うのは難しいかなという答弁ではございましたけ

れども、私自身も本当に高齢者とまちの企業なり

のマッチングをすぐできるかといったら、そうは

なかなかうまくはいかないなとは私も感じるとこ

ろでございます。 

  ただ、ちょっと厚労省のほうから、いい事業の

ほうがありましたので、ちょっとこれをお話しし

たいなと思うんですけれども、厚労省は、生涯現

役促進地域連携事業を実施していると。この事業

は、おわかりかなと思うんですが、団塊世代の

方々が65歳を超えたことから、その多くの方が活

躍の場を自身の移住地域などに移っているため、

これらの層を含む高齢者が地域社会で活躍できる

環境整備をしていく必要があると。そのためにも、

本事業を通じて高齢者の雇用、就業促進に向けた

地域の取り組みを支援する先駆的なモデル地域の

普及を図ることで、多様な就業機会を創出するこ

とが事業の目的となっておるそうです。この高齢

者対策として、生涯現役促進地域連携事業、これ

は本市は検討したことがあるのかどうかお伺いを

いたします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  産業観光部長。 

○産業観光部長（藤田一彦） 制度の内容について

は承知をしておるところですが、本市においてこ

れを実施するかという検討をしたことは、これま

でございません。 
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○議長（君島一郎議員） ４番、星野健二議員。 

○４番（星野健二議員） それでは、実は今年度、

大体全国で20団体が実は採択をされているんです

ね。その中で、実は本県の中では栃木市が栃木市

生涯現役促進協議会の事業の採択をされておりま

す。 

  ちょっと例を申しますと、栃木市につきまして

は、潜在的な就労希望者として、意欲の高い高齢

者を掘り起こし、市独自の介護人材の育成システ

ムの対象者として送り出すとともに、就職説明会

の開催、常設相談窓口を通して、介護事業へのか

け橋となるほか、就職後の職場への定着支援によ

って、高齢者が地域の介護事業者で就労できる仕

組みを目指しているそうでございます。 

  また、そのほかにも、例えばうちなんかは、塩

原、板室、観光関係もあるんですが、岡山県の津

山市などでは、ケーブルテレビを活用して、プッ

シュ型プロモーション事業として、動画による本

事業のＰＲを積極的に行って、地域、企業に高齢

者の雇用の啓発を実施。そして、経験、技術、知

識を備えた高齢者たちのマッチングを行うことで、

高齢者の多様な就業機会の確保と地域の労働力不

足の解消を図り、さらに高年齢者の生きがいを通

じた社会感覚を多く推進をしているということで

ございます。 

  なかなか高齢者、確かにハローワークという窓

口はあると思いますけれども、ただ、ハローワー

クに行っても、実際のところ、求人票を見てみる

と、40歳までとか、例えば45歳までと。年齢の中

で限られてしまって、なかなか高齢者がハローワ

ークで就職できない場合もあったりもするのかな

と思います。 

  そんな中で、高齢者という人材を本当に活用的

に使うためにも、このような人材を確保して、そ

れをハローワーク、またはシルバー人材と連携を

とりながら、うまく幅広い情報をもとに、高齢者

が本当に働けるような組織を構築していったらど

うかなと思いますけれども、私の最後というか、

そういうようなことですけれども、もう一度、最

後にこの見解を聞かせていただきたいと思います

けれども、よろしくお願いします。 

○議長（君島一郎議員） 答弁を求めます。 

  市長。 

○市長（君島 寛） 星野議員からいろいろご意見

をいただいておりますが、先ほど昨年来、市内の

企業訪問をずっとさせていただいておりまして、

その中で、主に製造業ではありますけれども、高

齢の方が相当勤めていらっしゃる。経営者にお聞

きしますと、大変貴重な働き手であるということ

なんですね。確かな技術を持っていらっしゃると

いうこと。そしてまた、この技術を若い人たちに

継承していくと、そういった役割も担っていただ

いているというようなところがあるということ。 

  それと、１つ目立ちますのが、現場に女性の姿

が多いというのが最近の傾向なんだそうです。今

まで男性だったもの、そういった職場であったも

のが女性もどんどんそこに進出しているというよ

うなこともありますし、この企業訪問に当たって

は、栃木労働局の担当者、それから県のそういっ

た雇用関係の担当者も一緒に同席をして企業訪問

しておりますので、これからやはり元気なお年寄

りといいますか、高齢者がたくさんいらっしゃる

わけですから、そういった方々をいかにして企業、

そういった雇用に結びつけられるか、そういった

ものをちょっと勉強させていただきたいなと思っ

ております。 

  役所のほうでも雇えなんていう話が出てくるか

もしれませんけれども、その辺も含めて、これか

らちょっと勉強させていただきたいと思います。 

○議長（君島一郎議員） ４番、星野健二議員。 
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○４番（星野健二議員） ありがとうございます。

市長、前向きなご答弁をいただきまして、大変に

ありがとうございます。 

  超高齢化社会が本当に目の前に来ていまして、

これはどこの自治体、日本全国ですね、高齢者の

対策等は考えざるを得ない。 

  しかし、現在の社会がいろいろな中で価値観が

変わってきて、空き家に対しても、昔だったら空

き家だった。でも、この空き家を資源として何と

か定住促進のほうに向かおうと。 

  高齢者も実は、本当に私が働き出したころは、

正直言って60歳以上の方は申しわけないけれども

という気持ちもありました。 

  しかし、今は高齢者の熟練した高いスキルと技

術力と、そしてそういうものを活用していって、

少子高齢化の労働力不足というものを何とか補っ

ていこうという、そういうふうな今、社会のほう

の中に進んでいるんだなとは思っております。 

  最後になりますけれども、高齢者の多くは、長

時間の就業活動経験を生かして、スキル、ノウハ

ウ、技術、ネットワークなど、さまざまな能力を

有しています。高齢者が有するこれらの能力を引

き出し、活用していくことは、今後の本市の地方

創生に欠かせない源泉の一つになり得ると思いま

す。 

  元気で、経験豊かで、行動的な高齢者、すなわ

ちアクティブシニア層も増加しております。団塊

世代層が70代に入りつつあり、この世代層が就業、

ボランティア、趣味の活動など、さまざまな形で

社会に参画していることは、高齢者の健康維持に

もつながり、経済面でも大きな意義を有すること

でしょう。このアクティブシニア層を社会の中で

どう位置づけ、その活躍を社会経済活動につなげ

るかは、超高齢化社会における重要な課題の一つ

であると思います。 

  今後、若年労働者が極めて貴重になり、若年労

働者に頼るビジネスモデルの遂行は難しくなって

いくことでしょう。このため、若年、女性、高齢

者など、多様な労働力のさまざまな就労ニーズを

踏まえた事業モデルの創出が必要になってくると

思います。 

  今後は、高齢者の能力を再評価し、その最大限

の活用を前提とした事業を創造することが重要で

あると思われます。 

  第２次那須塩原市総合計画の市長のごあいさつ

の中に、子どもから高齢者までの全ての市民や、

これから生まれてくる子どもたちの誰もが、夢や

希望を持って日々の暮らしを送るための将来に向

けた道しるべであり、「市民優先」を基本として、

将来像である「人がつながり 新しい力が湧きあ

がるまち 那須塩原」の実現に向け、那須塩原市

らしい特色ある独自の施策に着実に取り組んでま

いりたいという市長のごあいさつもありました。 

  今、数々の前向きなご意見もいただきましたの

で、今後もさらにこの高齢者雇用の推進に取り組

んでいただくようお願い申し上げまして、私の一

般質問を終わらせていただきます。 

  ありがとうございました。 

○議長（君島一郎議員） 以上で４番、星野健二議

員の市政一般質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（君島一郎議員） 以上で本日の議事日程は

全て終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時４７分 


